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１．平成18年11月期の運用、資産の状況（平成18年6月１日～平成18年11月30日）

(1）運用状況 （金額は百万円未満を切捨て）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 4,909 27.2 2,431 20.4 2,027 27.4 2,019 27.0

18年５月期 3,859 － 2,019 － 1,591 － 1,590 －

１口当たり
当期純利益

純資産
当期純利益率

＜参考＞
（年換算値）

総資本
経常利益率

＜参考＞
（年換算値）

営業収益
経常利益率

円 ％ ％ ％ ％ ％

18年11月期 20,195.60 3.9 (7.8) 1.6 (3.2) 41.3

18年５月期 22,928.04 3.2 (5.2) 1.9 (3.1) 41.2

（注）①　平成18年11月期の計算期間は平成18年６月１日から平成18年11月30日迄の183日です。
また、平成18年5月期の計算期間は平成17年７月11日から平成18年５月31日までの325日です。なお、実質的な
運用開始日（平成17年10月21日）を期首とみなした場合の計算期間は223日です。

②　１口当たり当期純利益は、次の日数加重平均投資口数により算出しています。
平成18年11月期　100,000口、平成18年５月期　69,354口

③　会計処理の方法の変更　無
④　営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセンテージは対前期増減率であり、小数点以下第二

位を四捨五入しております。
⑤　年換算値　18年11月期＝当該計算期間の数値／計算期間日数（183日）×365日　

　　　　　18年５月期＝当該計算期間の数値／実質的な資産運用期間の日数（223日）×365日　　　　　　　
⑥　純資産当期純利益率、総資本経常利益率の算定には、期首と期末の純資産額、総資本のそれぞれの平均値を使

用しています。なお、平成18年５月期については、実質的な運用開始日を期首とみなして計算を行っておりま
す。

(2）分配状況 （分配金総額の金額は百万円未満を切捨て）

１口当たり
分配金

（利益超過分配
金は含まない）

分配金総額
１口当たり

利益超過分配金
利益超過
分配金総額

配当性向
純資産
配当率

円 百万円 円 百万円 ％ ％

18年11月期 20,196 2,019 － － 100.0 3.9

18年５月期 15,901 1,590 － － 99.9 3.1

（注）配当性向については小数点第１位未満を切捨てにより表示しております。

(3）財政状態 （総資産額と純資産額の金額は百万円未満切捨て）

総資産額 純資産額 純資産比率 １口当たり純資産額

百万円 百万円 ％ 円

18年11月期 137,839 51,718 37.5 517,183.21

18年５月期 118,077 51,288 43.4 512,888.61

（注）期末発行済投資口数　平成18年11月期　100,000口　平成18年５月期　100,000口

２．平成19年５月期及び平成19年11月期の運用状況の予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日）  

営業収益 経常利益 当期純利益
１口当たり分配金
（利益超過分配金は

含まない）

１口当たり
利益超過分配金

百万円 百万円 百万円 円 円

19年５月期 5,998 2,339 2,337 23,377 －

19年11月期 5,113 1,552 1,550 15,505 －

（参考）１口当たり予想当期純利益（平成19年５月期）23,377円、予想日数加重平均投資口数　100,000口
（平成19年11月期）15,505円、予想日数加重平均投資口数　100,000口

（注）本予想値は別紙記載の前提条件の下に算出した現時点のものであり、状況の変化により実際の当期純利益、１口当
たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
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１．投資法人の関係法人の概況

　後記60ページをご参照ください。

２．運用方針及び運用状況

(1）運用方針

　後記62ページをご参照ください。

(2）運用状況

①　当期の概況

Ａ．本投資法人の主な推移

　ＤＡオフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に

関する法律に基づき、株式会社ダヴィンチ・セレクトを設立企画人として平成17年７月11日

に設立され、その後、平成17年10月18日に公募による投資口の追加発行（99,600口）を実施

し、翌日、株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場しました（銘柄コード

8976）。

　その後、平成18年5月に運用資産1,000億円を突破し、平成18年11月末日現在での運用資産

は1,304億円に達しております。

　本投資法人は、投資対象資産をオフィスビルに特化し、中でも東京都心に所在する中規模

オフィスビルに重点を置いた投資を行うという明快なポートフォリオ構築方針により、安定

的な収益の獲得と投資資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指します。

Ｂ．投資環境と運用実績

ａ. 投資環境（2006年6月～2006年11月）

　当期の日本経済の状況は、好調な世界経済を背景に、企業収益の改善による設備投資の

増加が持続するなど、企業部門の好調さが明確になりました。個人消費については、好調

な企業業績を反映し賃金がわずかながら増加傾向をたどったため、消費マインドの改善と

個人消費の増加が見受けられました。

　オフィス賃貸市場においては、引き続き好調な企業収益を背景とするオフィス拡張移転

及び増床需要等が見受けられ、全般的に賃料水準は上昇傾向を示しました。また、東京周

辺部及び一部の地方主要都市においても、空室率の改善傾向が顕著に見受けられ、更に賃

料水準についても穏やかながら上昇していく様子が顕著に見受けられました。

　不動産売買市場については、昨年来企業における不動産売却件数並びに売却金額ともに

増加している傾向にありますが、これは、不動産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）や不動産プラ

イベートファンドの積極投資によるものと思われ、全体的な需要は高い水準で推移してお

り、その結果投資不動産に対する期待利回りの更なる低下をもたらしています。

ｂ．運用実績

　本投資法人は、平成17年9月12日付新投資口発行及び投資口売出届出目論見書に取得予定

資産として記載された22物件（取得価額合計：79,573百万円）を平成17年10月21日に取得

し運用を開始し、その後第１期に11物件（取得価額合計：31,250百万円）を追加取得しま

した。

　当期は平成18年7月31日に３物件（取得価額合計：15,500百万円）、同年10月6日に２物

件（取得価額合計：5,840百万円）をそれぞれ追加取得いたしました。結果として、第２期

の取得価額合計は21,340百万円となりました。

　これら上場時取得物件及び追加取得物件は、全て株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ

（以下「ダヴィンチ・アドバイザーズ」といいます。）が運用を受託している不動産ファ
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ンドから取得した物件です。

　本投資法人は、ダヴィンチ・アドバイザーズとの間で締結している「スポンサー・サポー

ト契約」を最大限活用し積極的な外部成長を進める一方、より一層のポートフォリオの質

の向上を図るべく平成18年6月20日に１物件（売却価額：2,180百万円）を売却し、この結

果当期末（平成18年11月末日現在）における本投資法人の運用資産の物件総数は37物件、

取得価額合計は130,475百万円、総賃貸可能面積145,344㎡にまで拡大しました。

 

Ｃ．資金調達の概要

　本投資法人は、平成18年６月20日付で資産譲渡に伴う売却金を原資に借入金800百万円を返

済しました。続いて資産取得に伴い、同年７月31日付で14,000百万円、同年10月6日付で4,900

百万円の借入を追加で行いました。一方、同年10月13日には、第１期の消費税等還付金の還

付を原資に借入金1,400百万円を返済しました。

　また、平成18年10月23日返済期限の借入金21,250百万円の返済に伴い、同年10月23日付で

同額の借入を行いました。

　この結果、第１期末時点で60,300百万円あった借入金総額は、当期末時点で77,000百万円

となり、このうち長期借入金残高は52,300百万円となっております。

Ｄ．業績及び分配の概要

　上記の運用の結果、本投資法人は、当期の実績として、営業収益4,909百万円、営業利益金

額2,431百万円、経常利益金額2,027百万円、当期純利益金額2,019百万円を計上いたしました。

　分配金につきましては、法人税課税の特例（租税特別措置法第67条の15）の適用により、

利益分配金相当額が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの分配金が１円未満

となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口１口当

たりの分配金を20,196円としました。
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②　次期の見通し

Ａ．投資環境

　オフィス賃貸市場においては、今後も特に東京都心部において、オフィス拡張移転及び増

床需要等が当面継続すると予想され、全般的に賃料水準は上昇していくと思われますが、立

地条件や建物設備のグレードによって、需要側の選別も更に進んでいくものと考えられます。

また、東京周辺部及び一部の地方主要都市においても、空室率の改善傾向が顕著に見受けら

れ、更に賃料水準についても穏やかながら上昇していくものと考えられます。

　不動産売買市場については、今後も旺盛な需要を反映し、特に東京都心部に所在する優良

投資不動産に対する期待利回りの更なる低下及び不動産取得競争の激化が予想されます。

Ｂ．運用方針及び対処すべき課題

ａ. 既存物件の運用戦略

　上記のようなオフィス賃貸市況の中、全般的には賃料水準等本格回復が期待されるもの

の、需要側の選別も進んでいくものと考えられますので、本投資法人は中長期にわたる安

定収益の確保を目指すべく、以下の方針で運営管理をして参ります。

（ⅰ）高稼働率の維持

　入居テナントの満足度を高め、退去リスクの低減を図ります。建物設備のクオリティ

の維持、共用部のリニューアル等を積極的に実施し、高稼働率の維持に努めます。

（ⅱ）収益性の維持及び向上

　入居テナントとの良好な関係を維持するとともに、オフィスビル賃貸市況の回復並

びに賃料水準の上昇傾向を享受すべく、入居テナント契約賃料と市場賃料との乖離が

ある入居テナントについては、契約更新時における賃料増額更新を実現すべく交渉を

推し進め収益性の向上を目指します。

（ⅲ）運営管理コストの低減

　積極的な外部成長の実現により得られたスケールメリットを最大限活用して、効率

的な運営管理を行い運営管理コストの低減に努めます。

ｂ. 新規物件の投資戦略

　上記のような不動産売買市況を踏まえた上で、本投資法人は、下記の外部成長戦略によ

り東京都、特に主要５区の中規模オフィスビルを中心に新規物件の投資を行って参ります。

（ⅰ）資産運用会社独自のネットワークによる物件取得機会の追求

　資産運用会社独自のネットワークを活用し、不動産売買マーケットの情報を積極的

に収集したうえで物件取得機会を追及し投資基準に適合する物件の取得に努めます。

（ⅱ）ダヴィンチ・アドバイザーズからの物件取得パイプライン

　ダヴィンチ・アドバイザーズと締結している「スポンサー・サポート契約」に基づ

き、ダヴィンチ・アドバイザーズが運用を受託している不動産ファンドの運用物件情

報が随時提供される体制を最大限活用し、本投資法人の投資方針及び投資基準に合致

する物件を厳選して取得して参ります。

ｃ. 財務戦略

　本投資法人は、資産規模の更なる拡大に対応するために、物件取得のための資金調達余

力を確保する一方、ある程度の低金利を享受しながらも金利上昇リスク及びリファイナン

スリスクに備えた借入金の長期・固定金利化や無担保化などのリスク低減策とのバランス

を考慮し、安定した財務基盤の実現と安定配当の確保を図って参ります。その一環として

金利キャップの購入につきましても、金利変動リスクをヘッジすることを目的に導入を進
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めました。

　また格付機関の格付けの取得につきましても、信用力の補完効果と将来的な投資法人債

の発行を視野に入れて検討して参ります。

Ｃ．決算後に生じた重要な事実

ａ. 固定資産の取得

　本投資法人は、平成18年12月1日付で「ダヴィンチ御成門」を取得しました。また、本物

件の取得及び借入金の返済に充当する目的で、同日付で31,560百万円の資金の借入を行い、

うち17,700百万円を借入金の返済に充当しました。当該資産の概要は以下のとおりです。

・「取得価額」は、信託受益権売買契約書に記載された信託受益権の売買代金（消費税等

相当額を除きます。）を記載しています。

・「構造／階数」については、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造を意味し、不動産登記簿

に記載された事項を記載しています。

・「稼働率」は、平成18年12月１日現在の稼働率であり、賃貸面積を賃貸可能面積で除し

て得られた数値を記載しており、小数点第２位以下を切り捨てて記載しています。

・「テナント総数」は、マスターリース契約が締結されている場合は「１」と記載し、エ

ンドテナントの総数を括弧内に記載しています。エンドテナントとは、事務所、店舗及

び倉庫の賃借人をいい、駐車場利用者は含まないものとします。

・「月額契約賃料」及び「敷金・保証金等」は、平成18年12月1日現在の金額であり、事務

所、店舗及び倉庫に係る賃貸借契約又は転貸借契約上の月額賃料（共益費を含みますが、

駐車場使用料等付属施設の使用料は含まれません。）及び敷金・保証金の金額（駐車場

使用契約等付属施設使用契約に係る敷金及び保証金は含まれません。）を記載していま

す。

物件の名称：ダヴィンチ御成門

特定資産の概要 鑑定評価書の概要

特定資産の種類 不動産信託受益権 鑑定評価会社 森井総合鑑定株式会社

取得年月日 平成18年12月１日 価格時点 平成18年９月30日

取得価額 13,860,000,000円 鑑定評価額 13,860,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区新橋六丁目1番11号 直接還元法による価格 14,070,000,000円

土
地

地番 東京都港区新橋六丁目1番1　外6筆  還元利回り 4.9％

地積 1,990.40㎡ ＤＣＦ法による価格 13,640,000,000円

用途地域 商業地域  割引率 4.6％

容積率／建蔽率 700％ ／ 80％  最終還元利回り 5.2％

所有形態 所有権 原価法による積算価格 11,600,000,000円

建
物

構造／階数 SRC ／ 9F  土地比率 88.9％

用途 事務所  建物比率 11.1％

延床面積 13,805.18㎡ 建物スペック等について

建築時期
新築：昭和48年４月30日

増築：昭和49年11月15日
建物築年数（注１） 33年8ケ月

駐車場台数 45台 階　高 3,300mm（基準階）
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特定資産の概要 鑑定評価書の概要

所有形態 区分所有権（所有権割合：100％） 天井高 2,550mm

賃貸借の内容 空調方式 各階個別空調

賃貸可能面積 11,883.66㎡ ＯＡ床敷設状況 全階の事務室に敷設

賃貸面積 11,883.66㎡ プロパティマネジメント

委託先

株式会社ザイマックスアク

シス稼働率 100.0％

テナント総数 1（8） 設計会社
戸田建設株式会社一級建築

士事務所

月額契約賃料 69,137,440円 施工会社 戸田建設株式会社

敷金・保証金等 638,618,040円
構造計算者

戸田建設株式会社一級建築

士事務所

建築確認機関 行政

特記事項

１．建物建築時期は昭和48年4月であり、建築基準法における新耐震基準（昭和56年６月１日施行）に準拠して設計さ

れた建物ではありませんが、平成16年に耐震補強工事を実施しています。

２．本件建物屋上に設置してある工作物（目隠ルーバー）について、建築確認済証及び検査済証が発行されていません

が、指定確認検査機関による技術監査報告書により、構造安全性に問題が無いことを確認したとする旨の報告書を

得ています。

  （注１）建物築年数は新築年月日より算定しています。

 

ｂ. 固定資産の譲渡

本投資法人は、平成18年12月15日付で「ダヴィンチ博多」、「ダヴィンチ岡山」、「ダ

ヴィンチ小石川」、「ダヴィンチ新橋620」の４物件を譲渡しました。当該資産の概要は以

下のとおりです。

 また、譲渡により得られた資金のうち、6,700百万円を借入金の返済に充当しました。

物件の名称：ダヴィンチ博多

（１）譲渡資産 不動産信託受益権

（２）譲渡価額 3,090,000,000円（注）

（３）譲渡先 サファイア・ピー・イー特定目的会社

（４）媒介者 住友信託銀行株式会社

（５）譲渡理由

本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、最適な

ポートフォリオの維持及び不動産売買市場の動向等を総合的に検討し

た結果、譲渡価額が妥当である等の理由により本物件を譲渡しました。

物件の名称：ダヴィンチ岡山

（１）譲渡資産 不動産信託受益権

（２）譲渡価額 1,600,000,000円（注）

（３）譲渡先 サファイア・ピー・イー特定目的会社

（４）媒介者 住友信託銀行株式会社
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（５）譲渡理由

本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、最適なポー

トフォリオの維持及び不動産売買市場の動向等を総合的に検討した結

果、譲渡価額が妥当であること及び相対的に小額物件である等の理由

により本物件を譲渡しました。

物件の名称：ダヴィンチ小石川

（１）譲渡資産 不動産信託受益権

（２）譲渡価額 1,500,000,000円（注）

（３）譲渡先 サファイア・ピー・イー特定目的会社

（４）媒介者 住友信託銀行株式会社

（５）譲渡理由

本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、最適なポー

トフォリオの維持及び不動産売買市場の動向等を総合的に検討した結

果、譲渡価額が妥当であること及び相対的に小額物件である等の理由

により本物件を譲渡しました。

物件の名称：ダヴィンチ新橋620

（１）譲渡資産 不動産信託受益権

（２）譲渡価額 790,000,000円（注）

（３）譲渡先 サファイア・ピー・イー特定目的会社

（４）媒介者 住友信託銀行株式会社

（５）譲渡理由

本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、最適なポー

トフォリオの維持及び不動産売買市場の動向等を総合的に検討した結

果、譲渡価額が妥当であること及び相対的に小額物件である等の理由

により本物件を譲渡しました。

 　（注）「譲渡価額」は、譲渡に係る諸費用、固定資産税・都市計画税相当額の精算分及び消費税等相当額を含まない信

託受益権の売買代金を記載しています。

 

（参考情報）

該当事項はありません。

平成19年５月期（第３期）及び平成19年11月期（第４期）　運用状況の予想の前提条件

項目 前提条件

運用資産

・平成19年5月期は平成18年11月30日時点で本投資法人が保有している37

物件から、平成18年12月1日に取得した1物件を加え、平成18年12月15日

に売却した4物件を差し引いた34物件を前提としております。

・平成19年11月期は上記34物件を前提としております。

・実際には運用資産の異動により変動する可能性があります。

営業収益

・平成19年5月期は平成18年12月15日の売却取引に伴う利益1,072百万円を

見込んでおります。

・賃貸事業収益については、本投資法人が本日まで運用してきた運用実績

を考慮して算出しております。
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項目 前提条件

営業費用

・主たる営業費用である賃貸事業費用については、過去の実績値をベース

に、変動要素を考慮して算出しております。

・固定資産税及び都市計画税に関しては、前所有者との間で期間按分によ

る計算を行い、賦課決定後に精算をした額で計算期間の属する年内の取

得原価に算入しております。

・固定資産税等の額は平成19年5月期においては214百万円、平成19年11月

期においては375百万円を見込んでおります。

・修繕費に関しては、資産運用会社が策定する修繕計画をもとに、各営業

期間において必要とされる金額を計上しております。

・賃貸事業費用（減価償却費を含む。）控除後の賃貸事業利益は、平成19

年5月期に3,758百万円を、平成19年11月期に2,994百万円を想定してお

ります。また、減価償却費は平成19年5月期に843百万円を、平成19年11

月期に828百万円を想定しております。

営業外費用

・平成19年5月期に825百万円を想定しております。このうち、支払利息は

521百万円を見込んでおります。

・平成19年11月期に861百万円を想定しております。このうち、支払利息

は654百万円を見込んでおります。

借入金

・平成18年11月30日現在の借入金総額は77,000百万円（固定金利及び変動

金利を含む）となっております。

・平成18年12月1日に取得した資産の購入及び借入金返済に充当すること

を目的として、同日付で31,560百万円を借入れ、このうち17,700百万円

を借入金の返済に充当しました。また、平成18年12月15日の売却取引に

伴う売却資金を原資に、同日付で6,700百万円を借入金の返済に充当し

ました。

・借入金残高については上記を考慮した84,160百万円を前提としており、

平成19年11月期末まで借入金の額に変動がないことを前提としておりま

す。

発行済投資口数
・本書提出日現在発行済みである100,000口前提としており、平成19年11

月期末まで、投資口の追加発行がないことを前提としております。

１口当たり分配金

・１口当たり分配金は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針を前

提として算出しております。

・運用資産の異動、テナントの異動等に伴う賃貸事業収入の変動又は予想

し難い修繕の発生等を含む種々の要因により、１口当たり分配金は変動

する可能性があります。

１口当たり利益超過分配金
・利益超過の分配（1 口当たり利益超過分配金）については、現時点では

行う予定はありません。

その他

・法令、税制、会計基準、上場規則、投信協会規則等において、上記の予

想数値に影響を与える改正が行われないことを前提としております。

・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないこと

を前提としております。
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３．財務諸表等

(1）経理の状況

①　貸借対照表

区分
注記
番号

第１期
（平成18年５月31日現在）

第２期
（平成18年11月30日現在）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

現金及び預金   2,387,279   4,444,563    

信託現金及び信託預金   2,658,541   2,255,369    

営業未収入金   54,114   69,526    

未収消費税等   1,444,122   33,456    

前払費用   110,962   177,906    

繰延税金資産   36   －    

その他   121,254   90,496    

流動資産合計   6,776,310 5.7  7,071,319 5.1 295,009 4.4

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産          

工具器具備品  1,875   1,875     

減価償却累計額  △225 1,649  △394 1,480    

信託建物 ※１ 30,035,513   33,888,175     

減価償却累計額  △654,374 29,381,138  △1,373,438 32,514,736    

信託構築物 ※１ 222,134   231,797     

減価償却累計額  △2,579 219,554  △5,403 226,393    

信託機械及び装置 ※１ 354,320   389,870     

減価償却累計額  △35,010 319,310  △70,866 319,004    

信託工具器具備品 ※１ 911   6,812     

減価償却累計額  △34 877  △310 6,502    

信託その他有形固定
資産

※１ 2,053   5,291     

減価償却累計額  △627 1,426  △1,509 3,781    

信託土地 ※１  76,493,319   92,745,692    

信託建設仮勘定 ※１  －   25,797    

有形固定資産合計   106,417,276 90.1  125,843,389 91.3 19,426,113 18.3

２．無形固定資産          

商標権   2,589   2,455    

信託借地権 ※１  4,663,406   4,663,406    

その他   11,907   10,544    

無形固定資産合計   4,677,904 4.0  4,676,406 3.4 △1,497 0.0

３．投資その他の資産          

信託差入敷金保証金   113,684   113,684    

長期前払費用   82,255   124,453    

その他   10,000   10,000    

投資その他の資産
合計

  205,940 0.2  248,138 0.2 42,197 20.5

固定資産合計   111,301,121 94.3  130,767,934 94.9 19,466,813 17.5

資産合計   118,077,431 100.0  137,839,254 100.0 19,761,822 16.7
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区分
注記
番号

第１期
（平成18年５月31日現在）

第２期
（平成18年11月30日現在）

増減

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

営業未払金   201,535   221,154    

短期借入金 ※１  29,250,000   24,700,000    

未払金   236,892   322,915    

未払法人税等   1,731   7,901    

前受金   621,149   2,141,041    

その他   86,856   139,995    

流動負債合計   30,398,165 25.8  27,533,007 20.0 △2,865,157 △9.4

Ⅱ　固定負債          

長期借入金 ※１  31,050,000   52,300,000    

預り敷金保証金   3,321,477   4,700,236    

信託預り敷金保証金   2,018,927   1,587,688    

固定負債合計   36,390,405 30.8  58,587,925 42.5 22,197,520 61.0

負債合計   66,788,570 56.6  86,120,932 62.5 19,332,362 28.9

（純資産の部） ※２         

Ⅰ　投資主資本          

１．出資総額   49,698,710 42.1  49,698,710 36.0 － －

２．剰余金          

当期未処分利益   1,590,151   2,019,611    

剰余金合計   1,590,151 1.3  2,019,611 1.5 429,460 27.0

純資産合計   51,288,861 43.4  51,718,321 37.5 429,460 0.8

負債・純資産合計   118,077,431 100.0  137,839,254 100.0 19,761,822 16.7
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②　損益計算書

区分
注記
番号

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

増減

金額
（千円）

百分比
（％）

金額
（千円）

百分比
（％）

金額
（千円）

前期比
（％）

１．営業収益          

賃貸事業収入 ※１ 3,774,274   4,359,871     

その他の賃貸事業収入 ※１ 85,245   72,900     

不動産等売却益 ※２ － 3,859,519 100.0 477,052 4,909,824 100.0 1,050,305 27.2

２．営業費用          

賃貸事業費用 ※１ 1,408,417   1,914,462     

資産運用報酬  299,363   346,055     

資産保管委託報酬  6,657   6,581     

一般事務委託報酬  52,888   44,564     

信託報酬  21,671   84,990     

役員報酬  7,000   4,200     

その他の営業費用  43,957 1,839,954 47.7 77,634 2,478,487 50.5 638,532 34.7

営業利益金額   2,019,564 52.3  2,431,336 49.5 411,772 20.4

３．営業外収益          

受取利息  12   683     

消費税等還付加算金  －   10,706     

工事費用補填金  9,000   －     

雑収入  6 9,018 0.2 77 11,467 0.2 2,448 27.2

４．営業外費用          

支払利息  169,394   315,746     

創業費償却  51,800   －     

新投資口発行費  113,443   －     

新投資口公開関連費用  47,448   －     

融資手数料  53,076   99,544     

雑損失  1,573 436,735 11.3 － 415,290 8.4 △21,445 △4.9

経常利益金額   1,591,846 41.2  2,027,513 41.3 435,666 27.4

税引前当期純利益金額   1,591,846 41.2  2,027,513 41.3 435,666 27.4

法人税、住民税及び事
業税

 1,731   7,917     

法人税等調整額  △36 1,695 0.0 36 7,953 0.2 6,257 369.0

当期純利益金額   1,590,151 41.2  2,019,560 41.1 429,409 27.0

前期繰越利益   －   51    

当期未処分利益   1,590,151   2,019,611  429,460 27.0
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③　投資主資本等変動計算書

第１期（自　平成17年７月11日　至　平成18年５月31日）

投資主資本

純資産
合計

出資総額
新投資口
申込証拠金

剰余金

自己
投資口

投資主
資本
合計

出資
剰余金

任意
積立金

当期
未処分
利益

剰余金
合計

前期末残高（千円） － － － － － － － － －

当期変動額（千円）

新投資口の発行 49,698,710 － － － － － － 49,698,710 49,698,710

当期純利益金額 － － － － 1,590,151 1,590,151 － 1,590,151 1,590,151

当期変動額合計（千円) 49,698,710 － － － 1,590,151 1,590,151 － 51,288,861 51,288,861

当期末残高（千円） 49,698,710 － － － 1,590,151 1,590,151 － 51,288,861 51,288,861

第２期（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

投資主資本

純資産
合計

出資総額
新投資口
申込証拠金

剰余金

自己
投資口

投資主
資本
合計

出資
剰余金

任意
積立金

当期
未処分
利益

剰余金
合計

前期末残高（千円） 49,698,710 － － － 1,590,151 1,590,151 － 51,288,861 51,288,861

当期変動額（千円）

剰余金の分配 － － － － △1,590,100 △1,590,100 － △1,590,100 △1,590,100

当期純利益金額 － － － － 2,019,560 2,019,560 － 2,019,560 2,019,560

当期変動額合計（千円) － － － － 429,460 429,460 － 429,460 429,460

当期末残高（千円） 49,698,710 － － － 2,019,611 2,019,611 － 51,718,321 51,718,321

④　注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

区分
第１期

（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

１．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主たる有形固定資産の耐

用年数は以下のとおりです。

(1）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主たる有形固定資産の耐用

年数は以下のとおりです。

 工具器具備品 ５年

信託建物 ２～50年

信託構築物 16～43年

信託機械及び装置 ２～22年

信託工具器具備品 10年

工具器具備品 ５年

信託建物 ２～50年

信託構築物 ２～50年

信託機械及び装置 ２～22年

信託工具器具備品 ６～10年

 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

　　同左

 (3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

　　同左
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区分
第１期

（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

２．繰延資産の処理方法 (1）創業費

支出時に全額費用として計上し

ております。

－

 (2）新投資口発行費

支出時に全額費用として計上し

ております。

なお、平成17年10月18日払込の

一般募集による新投資口の発行

は、引受証券会社が発行価額で

引受を行い、これを発行価額と

異なる募集価格で一般投資家に

販売する買取引受契約（「スプ

レッド方式」という。）によっ

ております。

「スプレッド方式」では、募集

価額と発行価額との差額は、引

受証券会社の手取金であり、引

受証券会社に対する事実上の引

受手数料となることから、本投

資法人から引受証券会社に対す

る引受手数料の支払はありませ

ん。平成17年10月18日払込の一

般募集による新投資口の発行に

際し、募集価額と発行価額との

差額の総額は1,795,290千円で

あり、引受証券会社が発行価額

で引受を行い、同一の募集価額

で一般投資家に販売する買取引

受契約（「従来方式」とい

う。）による新投資口発行であ

れば、新投資口発行費として処

理されていたものです。

このため、「スプレッド方式」

では「従来方式」に比べ、新投

資口発行費は1,795,290千円少

なく計上され、また、経常利益

金額及び税引前当期純利益金額

は同額多く計上されております。
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区分
第１期

（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

３．収益及び費用の計上

基準

固定資産税等の処理方法

保有する信託不動産にかかる固定

資産税、都市計画税及び償却資産

税等については、賦課決定された

税額のうち当該決算期間に対応す

る額を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用しております。

なお、不動産又は不動産を信託財

産とする信託受益権の取得に伴い、

本投資法人が負担すべき初年度の

固定資産税等相当額については、

費用計上せず当該不動産等の取得

原価に算入しております。当期に

おいて不動産等の取得原価に算入

した固定資産税等相当額は、

132,295千円です。

固定資産税等の処理方法

保有する信託不動産にかかる固定

資産税、都市計画税及び償却資産

税等については、賦課決定された

税額のうち当該決算期間に対応す

る額を賃貸事業費用として費用処

理する方法を採用しております。

なお、不動産又は不動産を信託財

産とする信託受益権の取得に伴い、

本投資法人が負担すべき初年度の

固定資産税等相当額については、

費用計上せず当該不動産等の取得

原価に算入しております。当期に

おいて不動産等の取得原価に算入

した固定資産税等相当額は、

119,538千円です。

４．キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲

キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金及び信託現金、随時引き出し

可能な預金及び信託預金並びに容易

に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっており

ます。

同左
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区分
第１期

（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

５．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な項目

(1）不動産等を信託財産とする信託

受益権に関する会計処理方法

保有する不動産等を信託財産と

する信託受益権につきましては、

信託財産内全ての資産及び負債

勘定並びに信託財産に生じた全

ての収益及び費用勘定について、

貸借対照表及び損益計算書の該

当勘定科目に計上しております。

なお、該当勘定科目に計上した

信託財産のうち重要性がある下

記の項目については、貸借対照

表において区分掲記しておりま

す。

(1）不動産等を信託財産とする信託

受益権に関する会計処理方法

　　保有する不動産等を信託財産と

する信託受益権につきましては、

信託財産内全ての資産及び負債

勘定並びに信託財産に生じた全

ての収益及び費用勘定について、

貸借対照表及び損益計算書の該

当勘定科目に計上しております。

　　なお、該当勘定科目に計上した

信託財産のうち重要性がある下

記の項目については、貸借対照

表において区分掲記しておりま

す

 ①　信託現金及び信託預金

②　信託建物、信託構築物、

信託機械及び装置、信託

工具器具備品、信託その

他有形固定資産、信託土

地

③　信託借地権

④　信託差入敷金保証金

⑤　信託預り敷金保証金

①　信託現金及び信託預金

②　信託建物、信託構築物、

信託機械及び装置、信託

工具器具備品、信託その

他有形固定資産、信託土

地、信託建設仮勘定

③　信託借地権

④　信託差入敷金保証金

⑤　信託預り敷金保証金

 (2）消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

(2）消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっており、

控除対象外消費税等は、当期の

費用として処理しております。

なお、固定資産等に係る控除対

象外消費税等は長期前払費用に

計上し、５年間で均等償却して

おります。

－ 15 －



２．貸借対照表に関する注記

第１期
（平成18年５月31日現在）

第２期
（平成18年11月30日現在）

※１．担保に供している資産及び担保を付してい

る債務

担保に供している資産は次のとおりです。

※１．担保に供している資産及び担保を付してい

る債務

 担保に供している資産は次のとおりです。

（単位：千円）

信託建物 29,381,138

信託構築物 219,554

信託機械及び装置 319,310

信託工具器具備品 877

信託その他有形固定資産 1,426

信託土地

信託借地権

76,493,319

4,663,406

合計 111,079,033

（単位：千円）

信託建物 32,514,736

信託構築物 226,393

信託機械及び装置 319,004

信託工具器具備品 6,502

信託その他有形固定資産 3,781

信託土地

信託建設仮勘定

信託借地権

92,745,692

25,797

4,663,406

合計 130,505,315

 

担保を付している債務は次のとおりです。

（単位：千円）

 

担保を付している債務は次のとおりです。

（単位：千円）

短期借入金 29,250,000

長期借入金 31,050,000

合計 60,300,000

短期借入金 24,700,000

長期借入金 52,300,000

合計 77,000,000

※２. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条

第４項に規定する最低純資産額

※２. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条

第４項に規定する最低純資産額

 50,000千円 　　同左
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３．損益計算書に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 ※１．不動産賃貸事業損益の内訳

（単位：千円）

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入 3,774,274

その他の賃貸事業収入 85,245

不動産賃貸事業収益合計 3,859,519

  

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

外注委託費 311,565

水道光熱費 255,524

租税公課 8,856

損害保険料 9,419

修繕費 70,263

減価償却費 692,626

その他の賃貸事業費用 60,160

不動産賃貸事業費用合計 1,408,417

  

Ｃ. 不動産賃貸事業損益

　（Ａ－Ｂ）
2,451,101

（単位：千円） 

Ａ．不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収入 4,359,871

その他の賃貸事業収入 72,900

不動産賃貸事業収益合計 4,432,772

  

Ｂ．不動産賃貸事業費用  

外注委託費 327,978

水道光熱費 313,543

租税公課 212,167

損害保険料 10,427

修繕費 197,131

減価償却費 764,574

その他の賃貸事業費用 88,639

不動産賃貸事業費用合計 1,914,462

  

Ｃ. 不動産賃貸事業損益

　（Ａ－Ｂ）
2,518,309

 

 ※２．不動産等売買損益の内訳　

（単位：千円） 

ダヴィンチ御苑前３１１  

不動産等売却収入 2,180,000

不動産等売却原価

その他売却費用

1,698,470

4,476

不動産等売却益 477,052

４．投資主資本等変動計算書に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

発行する投資口の総数及び発行済投資口数 発行する投資口の総数及び発行済投資口数

発行する投資口の総数 2,000,000口

発行済投資口数 100,000口

　同左
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５．キャッシュ・フロー計算書に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年５月31日現在）

（単位：千円）

現金及び預金 2,387,279

信託現金及び信託預金 2,658,541

現金及び現金同等物 5,045,820

（平成18年11月30日現在） 

（単位：千円）

現金及び預金 4,444,563

信託現金及び信託預金 2,255,369

現金及び現金同等物 6,699,933

６．リース取引に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料

オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料

（単位：千円）

１年以内 648,096

１年超 575,339

合計 1,223,436

（単位：千円） 

１年以内 776,907

１年超 1,045,519

合計 1,822,426

７．有価証券に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

該当事項はありません。 同左

８．デリバティブ取引に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

該当事項はありません。 同左

９．退職給付に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

該当事項はありません。 同左
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10．税効果会計に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別内訳

（繰延税金資産） （単位：千円）

未払事業税損金不算入額 36  

繰延税金資産計 36  

（繰延税金資産の純額） 36  

 　　該当事項はありません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 39.39

（調整）  

支払分配金の損金算入額 39.35

その他 △0.06

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
0.11

（単位：％） 

法定実効税率 39.39

（調整）  

支払分配金の損金算入額 39.05

その他 △0.05

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
0.39

11．持分法損益等に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

該当事項はありません。 同左

12．関連当事者との取引に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

１．親会社及び法人主要投資主等

該当事項はありません。

１．親会社及び法人主要投資主等

　　同左

２．役員及び個人主要投資主等

該当事項はありません。

２．役員及び個人主要投資主等

　　同左

３．子会社等

当社が出資する子会社等は一切存在せず、該

当事項はありません。

３．子会社等

　　同左

４．兄弟会社等

該当事項はありません。

４．兄弟会社等

　　同左
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13．１口当たり情報に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

１口当たり純資産額 512,889円

１口当たり当期純利益金額 22,928円04銭

（15,901円51銭）

１口当たり純資産額 517,183円

１口当たり当期純利益金額 20,195円60銭

 

 

　なお、１口当たり当期純利益金額は、当期純利

益金額を日数加重平均投資口数で除することによ

り算定しておりますが、関東財務局登録完了後実

際に運用を開始した日である平成17年10月21日を

期首とみなして日数加重平均投資口数により算定

した１口当たり当期純利益金額を（　）内に併記

しております。

　また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益

金額については、潜在投資口がないため記載して

おりません。

 なお、１口当たり当期純利益金額は、当期純利益

金額を日数加重平均投資口数で除することにより

算定しております。

　また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益

金額については、潜在投資口がないため記載して

おりません。

 

(注)１口当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
第１期

（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当期純利益金額（千円） 1,590,151 2,019,560

普通投資主に帰属しない金額（千円） － －

普通投資口に係る当期純利益金額（千円） 1,590,151 2,019,560

期中平均投資口数（口） 69,354（100,000） 100,000（100,000）
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14．重要な後発事象に関する注記

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

１．資産譲渡について

規約に定める資産運用の基本方針に基づき、

以下の資産譲渡を行いました。

１．資産譲渡について

規約に定める資産運用の基本方針に基づき、

以下の資産譲渡を行いました。

〔ダヴィンチ御苑前311〕  

譲渡価額（注） 2,180百万円

資産の種類 不動産信託受益権

契約日 平成18年５月17日

引渡日 平成18年６月20日

譲渡先 株式会社巴コーポ

レーション

損益に及ぼす影響 営業収益として不

動産等売却益約

480百万円を計上

する予定です。

譲渡により得られた資金のうち、800百万円

は借入金の返済に充当しました。

〔ダヴィンチ博多〕  

譲渡価額（注） 3,090百万円

資産の種類 不動産信託受益権

契約日 平成18年11月15日

引渡日 平成18年12月15日

譲渡先 サファイア・ピー・

イー特定目的会社

損益に及ぼす影響 営業収益として不

動産等売却益約

567百万円を計上

する予定です。

〔ダヴィンチ岡山〕  

譲渡価額（注） 1,600百万円

資産の種類 不動産信託受益権

契約日 平成18年11月15日

引渡日 平成18年12月15日

譲渡先 サファイア・ピー・

イー特定目的会社

損益に及ぼす影響 営業収益として不

動産等売却益約

346百万円を計上

する予定です。

〔ダヴィンチ小石川〕  

譲渡価額（注） 1,500百万円

資産の種類 不動産信託受益権

契約日 平成18年11月15日

引渡日 平成18年12月15日

譲渡先 サファイア・ピー・

イー特定目的会社

損益に及ぼす影響 営業収益として不

動産等売却益約38

百万円を計上する

予定です。

〔ダヴィンチ新橋620〕  

譲渡価額（注） 790百万円

資産の種類 不動産信託受益権

契約日 平成18年11月15日

引渡日 平成18年12月15日
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第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

譲渡先 サファイア・ピー・

イー特定目的会社

損益に及ぼす影響 営業収益として不

動産等売却益約

121百万円を計上

する予定です。

譲渡により得られた資金のうち、6,700百万

円は借入金の返済に充当しました。

 

（注) 譲渡価額は、諸経費（売買媒介手数料、公

租公課等）を含まない金額（売買契約書に

記載された売買金額）を記載しております。

（注) 譲渡価額は、諸経費（売買媒介手数料、公

租公課等）を含まない金額（売買契約書に

記載された売買金額）を記載しております。
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第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

２．資産取得について

規約に定める資産運用の基本方針に基づき、

以下の資産取得を行う予定です。また、本物

件の取得に充当する目的で14,000百万円の資

金の借入を行う予定です。

２．資産取得について

規約に定める資産運用の基本方針に基づき、

以下の資産を取得しました。また、本物件の

取得及び借入金の返済に充当する目的で31,560

百万円の資金の借入を行いました。

〔ダヴィンチ日本橋本町〕 

取得予定価額（注） 7,420百万円

所在地 東京都中央区日本

橋本町一丁目９番

４号

資産の種類 不動産信託受益権

用途 事務所

契約日 平成18年７月18日

取得予定日 平成18年７月31日

  

〔ダヴィンチ銀座１丁目〕 

取得予定価額（注） 4,620百万円

所在地 東京都中央区銀座

一丁目13番１号

資産の種類 不動産信託受益権

用途 事務所

契約日 平成18年７月18日

取得予定日 平成18年７月31日

  

〔ダヴィンチ京橋〕  

取得予定価額（注） 3,460百万円

所在地 東京都中央区八丁

堀四丁目３番３号

資産の種類 不動産信託受益権

用途 事務所

契約日 平成18年７月18日

取得予定日 平成18年７月31日

 

（注) 取得価額は、諸経費（売買媒介手数料、公租

公課等）を含まない金額（売買契約書に記載

された売買金額）を記載しております。

〔ダヴィンチ御成門〕  

取得価額（注） 13,860百万円

所在地 東京都港区新橋六

丁目１番11号

資産の種類 不動産信託受益権

用途 事務所

契約日 平成18年11月15日

取得日 平成18年12月１日

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注) 取得価額は、諸経費（売買媒介手数料、公租

公課等）を含まない金額（売買契約書に記載

された売買金額）を記載しております。
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⑤　金銭の分配に係る計算書

区分

第１期
（自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日）

第２期
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

金額
（円）

金額
（円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,590,151,021 2,019,611,375

Ⅱ　分配金の額 1,590,100,000 2,019,600,000

（投資口１口当たりの

分配金の額）
(15,901) (20,196)

Ⅲ　次期繰越利益 51,021 11,375

分配金の額の算出方法 　本投資法人の規約第32条第１号に

定める「金銭の分配の方針」に基づ

き、分配金の額は利益の金額を限度

とし、「租税特別措置法第67条の15

に規定されている本投資法人の配当

可能所得の金額の100分の90に相当す

る金額を超えて分配する」旨の方針

に従い、当期未処分利益を超えない

額で発行済投資口数100,000口の整数

倍の最大値となる1,590,100,000円

を利益分配金として分配することと

致しました。なお、投資法人規約第

32条第２号に定める利益を超えた金

銭の分配は行いません。

 本投資法人の規約第32条第１号に定

める「金銭の分配の方針」に基づき、

分配金の額は利益の金額を限度とし、

「租税特別措置法第67条の15に規定

されている本投資法人の配当可能所

得の金額の100分の90に相当する金額

を超えて分配する」旨の方針に従い、

当期未処分利益を超えない額で発行

済投資口数100,000口の整数倍の最大

値となる2,019,600,000円を利益分

配金として分配することと致しまし

た。なお、投資法人規約第32条第２

号に定める利益を超えた金銭の分配

は行いません。
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⑥　キャッシュ・フロー計算書

区分
注記
番号

第１期
(自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日)

第２期
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益金額  1,591,846 2,027,513

減価償却費  694,671 766,240

創業費償却額  51,800 －

新投資口発行費償却額  113,443 －

受取利息  △12 △683

支払利息  169,394 315,746

営業未収入金の増加・減少額  △54,114 △15,412

未収入金の増加・減少額  △22 3

未収消費税等の増加・減少額  △1,444,122 1,410,665

前払費用の増加・減少額  △110,962 △66,943

営業未払金の増加・減少額  178,361 △59,941

未払金の増加・減少額  236,892 86,022

前受金の増加・減少額  621,149 1,519,891

長期前払費用の増加・減少額  △82,255 △42,197

信託有形固定資産の売却による減少
額

 
－ 1,698,470

その他  △34,375 45,218

小計  1,931,693 7,684,596

利息の受取額  12 683

利息の支払額  △169,394 △288,404

法人税等の支払額  △0 △1,747

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,762,311 7,395,127

    

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △1,875 －

信託有形固定資産の取得による支出  △107,085,079 △21,809,767

無形固定資産の取得による支出  △16,316 －

信託無形固定資産の取得による支出  △4,663,406 －

営業保証金の支出  △10,000 －

信託差入敷金保証金の支出  △113,684 －

預り敷金保証金の収入  249,724 707,686

信託預り敷金保証金の収入  5,700,883 498,684

預り敷金保証金の支出  △388,107 △158,610

信託預り敷金保証金の支出  △222,094 △100,240

投資活動によるキャッシュ・フロー  △106,549,957 △20,862,246

    

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の借入による収入  29,250,000 18,900,000

短期借入金の返済による支出  － △23,450,000

長期借入金の借入による収入  31,050,000 21,250,000

投資口の発行による収入  49,698,710 －

創業費の支出  △51,800 －

新投資口発行費の支出  △113,443 －

分配金の支払額  － △1,578,767

財務活動によるキャッシュ・フロー  109,833,466 15,121,232

    

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少額  5,045,820 1,654,113
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区分
注記
番号

第１期
(自　平成17年７月11日
至　平成18年５月31日)

第２期
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

金額（千円） 金額（千円）

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  － 5,045,820

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  5,045,820 6,699,933

    

－ 26 －



(2）発行投資口数の増減

最近５年間における出資総額及び発行済投資口総数の増減は以下のとおりです。

払込年月日 摘要
発行済投資口数(口) 出資総額(百万円)

備考
増減 残高 増減 残高

平成17年７月11日 私募設立 400 400 200 200 （注１）

平成17年10月18日 公募増資 99,600 100,000 49,498 49,698 （注２）

（注１）１口当たりの発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。

（注２）１口当たりの発行価格515,000円（引受価額496,975円）にて、上場時取得物件の取得資金等の調達を

目的とする公募新投資口を発行いたしました。
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４．役員の異動

　執行役員は以下のとおりです。

役職名 氏名 主要略歴
所有投
資口数
（口）

執行役員 松岡孝太郎 平成９年４月 株式会社日航商事（現株式会社ＪＡＬＵＸ）入社 0

平成11年9月 ワシントン大学入学

平成12年10月 株式会社旺栄　入社

平成14年２月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ入社

平成17年10月 株式会社ダヴィンチ・セレクト出向

平成18年１月 株式会社ダヴィンチ・セレクト転籍

平成18年２月 同社　取締役投資運用部長就任（現任）

平成18年11月 ＤＡオフィス投資法人　執行役員（現任）

監督役員 平石　孝行 平成４年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）スプリング法律事

務所（旧名称：沖信・石原・清法律事務所) 入所

0

平成７年９月 University of Connecticut School of Law, LLM

平成８年９月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP（旧名称：

Pillsbury, Madison & Sutro LLP）法律事務所Los

Angeles Office勤務

平成９年９月 スプリング法律事務所 (現任）

平成17年７月 ＤＡオフィス投資法人　監督役員（現任）

監督役員 佐久間　宏 昭和58年４月 日本電気株式会社　入社 0

平成元年９月 アーサーアンダーセン　入社

平成３年４月 クーパース＆ライブランド　入社

平成７年９月 スミス・バーニー証券会社　入社

平成８年７月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社　入社

平成10年４月 佐久間公認会計士事務所　設立（現任）

平成12年５月 株式会社ジャストプランニング取締役（現任）

平成17年７月 ＤＡオフィス投資法人　監督役員（現任）
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５．参考情報

(1）投資状況

資産の種類 用途 地域

第２期
（平成18年11月30日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）（注１）

対総資産比率
（％）（注２）

不動産信託受益権
オフィス

東京主要５区 103,009 74.8

首都圏 22,338 16.2

地方主要都市 5,131 3.7

計 130,479 94.7

預金・その他の資産 7,359 5.3

資産総額計
137,839 100.0

(130,479) (94.7)

第2期 
（平成18年11月30日現在） 

金額
（百万円）

資産総額に対する
比率（％）

負債総額 86,120 62.5

純資産総額 51,718 37.5

資産総額 137,839 100.0

（注１）貸借対照表計上額は不動産等については、減価償却後の帳簿価額を記載しています。

（注２）「資産総額計」の（　）内の数値は、対象資産中に占める実質的に不動産等の保有に相当する部分を記載してい

ます。
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(2）投資不動産物件

①　投資不動産物件の価格及び投資比率

地域 物件名称
取得価額
（百万円）
（注４）

貸借対照表
計上額

（百万円）
（注５）

期末算定
価格

（百万円）
（注６）

投資比率
（％）
（注７）

東京
主要
５区

（注１）

ダヴィンチ銀座 14,100 14,093 17,700 10.8

ダヴィンチ銀座アネックス 3,050 3,050 3,470 2.3

ダヴィンチ神谷町 12,000 11,999 13,500 9.2

ダヴィンチ芝浦 8,265 8,278 8,875 6.3

ダヴィンチ南青山 4,550 4,547 4,810 3.5

ダヴィンチ三田 3,250 3,229 3,360 2.5

ダヴィンチ猿楽町 3,000 3,006 3,150 2.3

ダヴィンチＡ浜松町 2,865 2,858 3,027 2.2

ダヴィンチ神宮前 2,800 2,800 2,810 2.1

ダヴィンチ芝大門 2,578 2,572 2,705 2.0

ダヴィンチ三崎町 2,346 2,337 2,445 1.8

ダヴィンチ新橋510 2,080 2,094 2,610 1.6

ダヴィンチ茅場町376 2,020 2,039 2,300 1.5

ダヴィンチ新橋620 660 663 685 0.5

ＢＰＳスクエア 1,560 1,553 1,620 1.2

ダヴィンチ築地 1,240 1,242 1,370 1.0

ダヴィンチ築地616 2,440 2,432 2,440 1.9

秀和月島ビル 7,840 7,810 7,840 6.0

日本橋ＭＳビル 2,520 2,549 2,680 1.9

アトランティックビル 1,600 1,612 1,660 1.2

渋谷ＳＳビル 3,930 3,949 4,140 3.0

ダヴィンチ日本橋本町 7,420 7,447 7,750 5.7

ダヴィンチ銀座１丁目 4,620 4,658 4,630 3.5

ダヴィンチ京橋 3,460 3,479 3,570 2.7

サンライン第７ビル 2,680 2,701 2,850 2.1

東京主要５区合計（25物件） 102,874 103,009 111,997 78.8

首都圏
（注２）

ダヴィンチ錦糸町 3,653 3,611 3,745 2.8

ダヴィンチ東池袋 2,958 2,941 3,184 2.3

ダヴィンチ小石川 1,460 1,453 1,470 1.1

ダヴィンチ湯島 1,080 1,075 1,130 0.8

ダヴィンチ西五反田Ⅰ 1,640 1,641 1,750 1.3

ダヴィンチ新横浜214 2,180 2,149 2,510 1.7

ダヴィンチ新横浜131 1,350 1,345 1,500 1.0
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地域 物件名称
取得価額
（百万円）
（注４）

貸借対照表
計上額

（百万円）
（注５）

期末算定
価格

（百万円）
（注６）

投資比率
（％）
（注７）

ベネックスＳ－３ 4,950 4,939 5,250 3.8

ビリーヴ大森 3,160 3,179 3,170 2.4

首都圏合計（9物件） 22,431 22,338 23,709 17.2

地方
主要
都市

（注３）

札幌千代田ビル 1,384 1,378 1,571 1.1

ダヴィンチ岡山 1,266 1,245 1,360 1.0

ダヴィンチ博多 2,520 2,507 2,320 1.9

地方主要都市合計（３物件） 5,170 5,131 5,251 4.0

合計（37物件） 130,475 130,479 140,957 100.0

（注１）「東京主要５区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。

（注２）「首都圏」とは、東京主要５区を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。

（注３）「地方主要都市」とは、大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県）、名古屋圏（愛知県、三重県）、札幌市、仙台市、

静岡市、広島市、北九州市、福岡市、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、

長野市、岐阜市、浜松市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊

本市、大分市、宮崎市、鹿児島市をいいます。

（注４）取得価額は、信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の売買代金（消費税等相当額を含みません。）を

記載しています。

（注５）貸借対照表計上額は、平成18年11月30日現在における減価償却後の帳簿価額を記載しています。

（注６）期末算定価格は、本投資法人の規約及び社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、株式会社谷澤総合鑑定所、

大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所、森井総合鑑定株式会社及びインリックス株式会社の不動

産鑑定士が作成した鑑定評価書に記載された平成18年11月30日を価格時点とする価格を記載しています。

（注７）投資比率は、取得価額の総額に対する各信託受益権の取得価額の比率をいい、小数点第2位以下を切り捨てて記載

しています。
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②　投資不動産の建物及び賃貸借の概要

地域 物件名称
構造／階数
（注１）

建築時期
（注２）

賃貸可能
面積（㎡）
（注３）

賃貸面積
（㎡）
（注４）

テナント
総数

（注５）

稼働率
（％）
（注６）

第2期
総賃貸事業収

入
（千円）
（注７）

東
京
主
要
５
区

ダヴィンチ銀座
SRC

B3／9F
昭和38年７月 8,272.93 6,692.56 1（23） 80.8 372,825

ダヴィンチ銀座アネックス
SRC

B3／8F
昭和47年８月 2,031.52 1,995.40 1（7） 98.2 87,980

ダヴィンチ神谷町
SRC・S

11F
平成元年11月 7,666.02 7,666.02 1（15） 100.0 333,941

ダヴィンチ芝浦
SRC

B1／12F
昭和62年10月 9,619.12 9,422.98 1（53） 97.9 299,670

ダヴィンチ南青山
S・SRC

B2／5F
平成２年９月 2,787.99 2,787.99 1（5） 100.0 149,213

ダヴィンチ三田
S・SRC

B3／11F
平成５年３月 3,415.33 3,415.33 1（7） 100.0 133,178

ダヴィンチ猿楽町
SRC

8F
昭和60年６月 3,657.43 3,657.43 1（1） 100.0 120,914

ダヴィンチＡ浜松町
SRC

B2／10F
平成５年７月 3,663.26 3,663.26 1（14） 100.0 145,159

ダヴィンチ神宮前
RC

B1／4F
平成９年12月 2,388.22 2,388.22 1（1） 100.0 84,051

ダヴィンチ芝大門
SRC・RC

B1／7F
平成８年11月 2,384.13 2,384.13 1（5） 100.0 95,443

ダヴィンチ三崎町
S

8F
平成８年７月 2,137.53 2,137.53 1（1） 100.0 87,331

ダヴィンチ新橋510
SRC

B1／8F
昭和49年４月 2,616.12 2,528.99 1（9） 96.6 79,651

ダヴィンチ茅場町376
SRC

9F
昭和63年７月 1,995.67 1,995.67 1（8） 100.0 67,474

ダヴィンチ御苑前311（注8）
SRC・RC

B1／9F
昭和61年11月 － － － － 8,010

ダヴィンチ新橋620
S・RC

B1／7F
平成２年12月 884.44 884.44 1（1） 100.0 27,967

ＢＰＳスクエア
SRC

10F
平成８年１月 2,902.92 2,902.92 1（1） 100.0 52,562

ダヴィンチ築地
SRC

B1／8F
平成２年１月 1,487.82 1,487.82 1（4） 100.0 55,513

ダヴィンチ築地616
SRC

B1／9F
平成６年３月 2,838.44 2,838.44 1（8） 100.0 86,435

秀和月島ビル
S

5F
平成８年７月 8,426.85 8,426.85 1（3） 100.0 249,328

日本橋ＭＳビル
SRC

B2／7F
平成５年４月 3,203.88 3,203.88 1（7） 100.0 91,802

アトランティックビル
SRC

B2／9F
昭和59年４月 1,738.86 1,738.86 1（10） 100.0 62,416

渋谷ＳＳビル
SRC・S

B1／9F
昭和52年7月 3,056.77 3,056.77 1（16） 100.0 135,057

ダヴィンチ日本橋本町
SRC

B1／10F
昭和39年1月 7,412.85 7,401.88 1（7） 99.8 163,090

ダヴィンチ銀座1丁目
SRC

B2／11F
昭和37年1月 3,757.76 3,630.48 1（6） 96.6 96,219

ダヴィンチ京橋
SRC

B1／8F
昭和49年10月 3,220.43 3,220.43 1（6） 100.0 72,472

サンライン第７ビル
SRC

B2／9F
昭和62年10月 2,413.62 2,413.62 1（7） 100.0 28,065

東京主要５区合計（25物件） 93,979.91 91,941.91 25（225） 97.8 3,185,778

首
都
圏

ダヴィンチ錦糸町
S

B1／5F
平成４年１月 5,691.29 5,691.29 1（6） 100.0 166,858

－ 32 －



地域 物件名称
構造／階数
（注１）

建築時期
（注２）

賃貸可能
面積（㎡）
（注３）

賃貸面積
（㎡）
（注４）

テナント
総数

（注５）

稼働率
（％）
（注６）

第2期
総賃貸事業収

入
（千円）
（注７）

ダヴィンチ東池袋
SRC・S

B1／9F
平成５年６月 4,631.37 4,631.37 1（4） 100.0 144,078

ダヴィンチ小石川
S・RC

B1／7F
平成４年３月 2,087.24 1,737.76 1（4） 83.2 47,567

ダヴィンチ湯島
SRC・RC

9F
平成２年３月 1,823.58 1,823.58 1（5） 100.0 42,794

ダヴィンチ西五反田Ⅰ
S・RC

B1／10F
平成３年７月 2,436.35 2,436.35 1（3） 100.0 72,854

首
都
圏

ダヴィンチ新横浜214
SRC

B1／8F
平成元年11月 4,608.49 4,608.49 1（13） 100.0 100,224

ダヴィンチ新横浜131
SRC

B2／9F
平成４年10月 4,831.90 4,520.51 1（29） 93.5 91,626

ベネックスＳ－３
S・SRC

B1／12F
平成６年２月 7,472.07 7,170.82 1（9） 95.9 216,745

ビリーヴ大森
S・SRC

B1／8F
平成４年７月 3,628.15 3,628.15 1（8） 100.0 39,294

首都圏合計（９物件） 37,210.44 36,248.32 9（81） 97.4 922,043

地
方
主
要
都
市

札幌千代田ビル
SRC

B1／11F
平成３年12月 6,574.21 6,486.25 －（10） 98.6 77,828

ダヴィンチ岡山
S

11F
平成６年２月 3,144.64 3,075.29 1（23） 97.7 74,590

ダヴィンチ博多
S・SRC

B1／11F
平成３年１月 4,435.71 3,964.41 1（26) 89.3 99,629

地方主要都市合計（３物件） 14,154.56 13,525.95 2（59) 95.5 252,049

合計（37件） 145,344.91 141,716.18 36(365) 97.5 4,359,871

（注１）「構造／階数」は、各投資不動産物件に係る建物の不動産登記簿に記載された事項を記載しています。なお、

「S」は鉄骨造、「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「B」は地下階、「F」は地

上階をそれぞれ意味します。

（注２）「建築時期」は、各投資不動産物件に係る建物の不動産登記簿に記載された事項を記載しています。

（注３）「賃貸可能面積」は、各投資不動産物件に係る建物の賃貸が可能な床面積であり、土地（平面駐車場を含みま

す。）の賃貸可能面積を含まず、賃貸借契約書等に表示された面積を記載しています。

（注４）「賃貸面積」は、平成18年11年30日現在、エンドテナントとの間で実際に賃貸借契約又は転貸借契約が締結され

賃貸が行われている面積の合計を記載しています。

（注５）「テナント総数」は、マスターリース契約が締結されている場合には、「１」と記載し、エンドテナントの総数

を括弧内に記載しています。なお、複数の建物にまたがって入居しているテナントが存する場合には、当該テナ

ントについては、それぞれの建物毎に計上し、記載しています。

（注６）「稼働率」は、賃貸面積を賃貸可能面積で除して得られた数値を記載しており、小数点第２位以下を切り捨てて

記載しています。

（注７）「第２期総賃貸収入」は、賃料収入、共益費収入、駐車場収入等、当期中に当該投資不動産物件から生じた収入

（但し、その他の賃貸事業収入を除きます。）をいい、千円未満を切り捨てて記載しています。

（注８）当物件は平成18年6月20日に譲渡致しました。なお、当物件の合計への反映については、第2期総賃貸事業収入の

み行っております。
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③　信託不動産の内容

Ａ．個別不動産等の概要

　信託受益権に係る信託不動産の個別の概要は、以下のとおりです。

　なお、記載事項に関する説明は以下のとおりです。

　「取得価額」は、信託受益権売買契約書に記載された各信託受益権の売買代金（消費税

等相当額を除きます。）を記載しています。

　土地の「地積」並びに建物の「構造／階数」、「用途」、「延床面積」及び「建築時期」

は、不動産登記簿に記載された事項を記載しています。なお、「構造／階数」については、

「S」は鉄骨造、「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「B」

は地下階、「F」は地上階をそれぞれ意味し、不動産登記簿に記載された事項を記載してい

ます。

　土地の「用途地域」は、都市計画法第８条第１項第１号に定める用途地域の種類を記載

しています。

　土地の「容積率」は、建築基準法第52条に定める建築物の延床面積の敷地面積に対する

割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しており、「建蔽率」

は、建築基準法第53条に定める建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途

地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。

　「ＰＭ会社」は、平成18年11月30日現在において、各信託不動産についてプロパティ・

マネジメント業務を受託しているＰＭ会社を記載しています。

　「特記事項」は、各信託不動産について、法令諸規則上の制限又は規制の主なもの、権

利関係等に係る負担又は制限の主なもの並びに信託不動産土地の境界を越えた構築物等が

ある場合又は土地境界確認等に問題がある場合の主な事項及びその協定等のうち、収益性

又は処分性への影響度を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。

　「期末算定価格」は、本投資法人の規約及び社団法人投資信託協会の定める規則に基づ

き、株式会社谷澤総合鑑定所、大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所、森

井総合鑑定株式会社及びインリックス株式会社の不動産鑑定士が作成した鑑定評価書に記

載された平成18年11月30日を価格時点とする価格を記載しています。
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ダヴィンチ銀座

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 14,100,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 17,700,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区銀座六丁目２番１号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 1,147.33㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権・賃借権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B3／9F 建築時期 昭和38年７月23日

延床面積 12,660.06㎡ 用途 事務所・店舗

所有形態 所有権 駐車場台数 13台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 ＪＰモルガン信託銀行株式会社

特記事項

１．本件土地の一部（地番106番４、地積219.76㎡）は借地であり、信託期間満了その他の事由により受託者が本件建物を譲渡する際には、か

かる借地権の譲渡承諾料を賃貸人に支払うものとされています。

２．本件建物は完了検査を受けておらず検査済証が発行されていませんが、日本ＥＲＩ株式会社より建築基準法の諸規定に関する適合判定調査

の結果、適合しているものと判断される旨の報告書が提出されています。

３．本件建物の竣工後に建築基準法52条が新設されたことから、本件建物の容積率は現行の基準容積率を上回っており、いわゆる既存不適格建

物となっています。

ダヴィンチ銀座アネックス

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,050,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,470,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区銀座六丁目２番３号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 345.05㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B3／8F 建築時期 昭和47年８月８日

延床面積 3,214.33㎡ 用途 店舗・事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 ４台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 ＪＰモルガン信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ神谷町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 12,000,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 13,500,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区麻布台一丁目11番９号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 1,744.36㎡ 用途地域 商業地域／第１種住居地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％、300％／80％、60％

建物

構造／階数 SRC・S／11F 建築時期 平成元年11月１日

延床面積 10,300.45㎡ 用途 事務所・車庫

所有形態 所有権 駐車場台数 58台

ＰＭ会社 株式会社サンケイビル 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

ＰＭ会社は平成19年1月1日より株式会社サンケイビルからユーネックス株式会社へ変更となります。
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ダヴィンチ芝浦

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 8,265,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 8,875,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区芝浦一丁目12番３号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 2,592.67㎡ 用途地域 準工業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％／60％

建物

構造／階数 SRC／B1／12F 建築時期 昭和62年10月25日

延床面積 13,344.91㎡（附属建物を含む。） 用途 事務所・共同住宅・店舗・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 28台

ＰＭ会社 株式会社サンケイビル 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

１．本件土地のうち地番45番１の一部と地番45番６には、東日本旅客鉄道株式会社による地下鉄道敷設のための地上権が設定されています。

２．北東側隣接地所有者との覚書により、本件建物が存続する限りは合意境界から1.2ｍの範囲を協定通路部分として北東側隣接地所有者に無

償使用させることを承諾しています。

３．隣接道路との境界確定が一部未了です。

４．本件不動産は東京都総合設計許可要綱に基づき1,324.3㎡の公開空地を設置しています。

５．本件建物は、９階から12階までがすべて住戸となっており、住戸数は、全50戸、住戸部分の総賃貸可能面積は2,296.05㎡です。

６.ＰＭ会社は平成19年1月1日より株式会社サンケイビルから株式会社ザイマックスアクシスへ変更となります。

ダヴィンチ南青山

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 4,550,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 4,810,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区南青山二丁目31番８号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 963.12㎡ 用途地域 第２種住居地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％／60％

建物

構造／階数 S・SRC／B2／5F 建築時期 平成２年９月21日

延床面積 4,379.34㎡ 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 24台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ三田

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,250,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,360,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区芝三丁目43番16号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 548.72㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 S・SRC／B3／11F 建築時期 平成５年３月31日

延床面積 5,007.98㎡ 用途 事務所・店舗・車庫

所有形態 所有権 駐車場台数 36台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

道路拡幅事業で敷地の一部が収用されたことにより、建築確認申請時の敷地面積781.69㎡は現在公簿上548.72㎡となっており、本件建物は既存

不適格の状況にあります。
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ダヴィンチ猿楽町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,000,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,150,000,000円

所在地（住居表示） 東京都千代田区猿楽町二丁目６番10号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 858.47㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 賃借権 容積率／建蔽率 500％／80％

建物

構造／階数 SRC／8F 建築時期 昭和60年６月28日

延床面積 4,303.97㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 ７台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 新生信託銀行株式会社

特記事項

本件土地は、すべて借地であり、賃貸借契約の満了日は平成26年４月30日となっています。また、当該借地について隣接土地との境界確認は行

われていません。

ダヴィンチＡ浜松町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,865,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,027,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区浜松町一丁目９番10号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 725.89㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／10F 建築時期 平成５年７月８日

延床面積 5,379.09㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 事務所・駐車場

所有形態 区分所有権（所有割合：75.85％） 駐車場台数 24台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

１．本件土地は、数筆に分かれ、敷地権の登記はなされておらず、各区分所有者がいわゆる分有形式で敷地利用権を有しています。

２．本件土地東側の一部（約63.18㎡）は、私道であり、本件土地南側区道部分はセットバック（約7.98㎡）しています。

ダヴィンチ神宮前

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,800,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,810,000,000円

所在地（住居表示） 東京都渋谷区神宮前二丁目４番11号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 887.69㎡ 用途地域 近隣商業地域／第２種中高層住居専用地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％、300％／80％、60％

建物

構造／階数 RC／B1／4F 建築時期 平成９年12月４日

延床面積 2,673.88㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 ６台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。
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ダヴィンチ芝大門

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,578,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,705,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区芝大門二丁目９番16号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 532.31㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC・RC／B1／7F 建築時期 平成８年11月27日

延床面積 3,524.42㎡ 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 16台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ三崎町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,346,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,445,000,000円

所在地（住居表示） 東京都千代田区三崎町二丁目２番15号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 610.02㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 500％／80％

建物

構造／階数 S／8F 建築時期 平成８年７月12日

延床面積 3,060.44㎡ 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 ７台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ新橋510

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,080,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,610,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区新橋五丁目10番５号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 626.18㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／8F 建築時期 昭和49年４月15日

延床面積 3,653.19㎡ 用途 店舗・事務所・車庫

所有形態 所有権 駐車場台数 18台

ＰＭ会社 株式会社サンケイビル 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

ＰＭ会社は平成19年1月1日より株式会社サンケイビルから株式会社プロパティ・パートナーズへ変更となります。
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ダヴィンチ茅場町376

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,020,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,300,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目７番６号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 314.81㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／9F 建築時期 昭和63年７月30日

延床面積 2,180.94㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 －

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 新生信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ新橋620

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 660,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 685,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区新橋六丁目20番２号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 189.16㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 S・RC／B1／7F 建築時期 平成２年12月５日

延床面積 962.66㎡ 用途 事務所・店舗

所有形態 所有権 駐車場台数 －

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ＢＰＳスクエア

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,560,000,000円

取得年月日 平成18年１月27日 期末算定価格 1,620,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区築地二丁目10番６号 価格調査会社 株式会社谷澤総合鑑定所

土地
地積 464.81㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／10F 建築時期 平成８年１月25日

延床面積 2,902.92㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 ２台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

本件土地東側道路は、建築基準法第42条２項に規定される道路であり道路中心線より２ｍ後退した位置が道路境界線となります。本件土地にお

いて当該道路の用に供されている部分の面積は約54.44㎡となっています。
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ダヴィンチ築地

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,240,000,000円

取得年月日 平成18年１月27日 期末算定価格 1,370,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区築地二丁目14番17号 価格調査会社 株式会社谷澤総合鑑定所

土地
地積 284.91㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／8F 建築時期 平成２年１月12日

延床面積 1,841.91㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 ４台

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアクシス 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ築地616

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,440,000,000円

取得年月日 平成18年３月24日 期末算定価格 2,440,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区築地六丁目16番１号 価格調査会社 大和不動産鑑定株式会社

土地
地積 509.61㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／9F 建築時期 平成６年３月31日

延床面積 3,972.78㎡ 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 21台

ＰＭ会社 三井不動産ビルマネジメント株式会社 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

秀和月島ビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 7,840,000,000円

取得年月日 平成18年３月24日 期末算定価格 7,840,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区月島四丁目16番13号 価格調査会社 大和不動産鑑定株式会社

土地
地積 3,157.62㎡ 用途地域 第２種住居地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％／80％

建物

構造／階数 S／5F 建築時期 平成８年７月31日

延床面積 9,416.34㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 32台

ＰＭ会社 株式会社プロパティー・パートナーズ 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

本件土地の一部から、指定基準値を超える鉛が検出されていますが、鉛汚染の周囲への拡散や直接摂取により人の健康に影響を及ぼすことはな

いと考えられ、現在の状態で継続使用することについては問題ない旨の専門家の意見を取得しています。但し、本件土地の面積は3,000㎡を超

えるため、土地の切盛り及び掘削等改変を行う場合は、東京都安全確保条例により、土壌汚染調査が義務付けられ東京都と協議が必要になりま

す。
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日本橋ＭＳビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,520,000,000円

取得年月日 平成18年５月１日 期末算定価格 2,680,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番８号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 592.71㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／7F 建築時期 平成５年４月30日

延床面積 3,813.23㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 26台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

アトランティックビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,600,000,000円

取得年月日 平成18年５月１日 期末算定価格 1,660,000,000円

所在地（住居表示） 東京都港区麻布台二丁目３番３号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 323.89㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／9F 建築時期 昭和59年４月３日

延床面積 2,099.23㎡ 用途 店舗・事務所・居宅・管理人室・駐車場・倉庫

所有形態 所有権 駐車場台数 30台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

渋谷ＳＳビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,930,000,000円

取得年月日 平成18年５月１日 期末算定価格 4,140,000,000円

所在地（住居表示） 東京都渋谷区渋谷二丁目14番17号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 533.17㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％、800％／80％

建物

構造／階数 SRC・S／B1／9F 建築時期 昭和52年７月８日

延床面積 3,910.88㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 店舗・事務所・駐車場

所有形態 区分所有権（区分所有割合：100％） 駐車場台数 30台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

本件建物は、建築確認申請が昭和51年に行われていることから、新耐震基準（昭和56年６月１日施行）に準拠して設計された建物ではありませ

んが、平成15年に耐震補強工事を行っています。
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ダヴィンチ日本橋本町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 7,420,000,000円

取得年月日 平成18年7月31日 期末算定価格 7,750,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 1,057.71㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 800％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／10F 建築時期 昭和39年1月10日

延床面積 9,869.38㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 22台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社

特記事項

・建物建築時期は昭和39年1月であり、建築基準法における新耐震基準（昭和56年6月1日施行）に準拠して設計された建物ではありませんが、

平成17年に耐震補強工事を行っています。

・本件建物の竣工後に建築基準法第52条（容積率）が新設されたことから、本件建物の容積率は現行の基準容積率を上回っており、いわゆる既

存不適格建物となっております。

ダヴィンチ銀座１丁目

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 4,620,000,000円

取得年月日 平成18年7月31日 期末算定価格 4,630,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区銀座一丁目13番1号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 495.92㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／11F 建築時期 昭和37年1月17日

延床面積 4,771.31㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 0台

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアクシス 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社

特記事項

・建物建築時期は昭和37年1月であり、建築基準法における新耐震基準（昭和56年6月1日施行）に準拠して設計された建物ではありませんが、

平成17年に耐震補強工事を行っています。

・本件建物の竣工後に建築基準法第52条（容積率）が新設されたことから、本件建物の容積率は現行の基準容積率を上回っており、いわゆる既

存不適格建物となっております。
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ダヴィンチ京橋

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,460,000,000円

取得年月日 平成18年7月31日 期末算定価格 3,570,000,000円

所在地（住居表示） 東京都中央区八丁堀四丁目3番3号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 596.19㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 700％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／8F 建築時期 昭和49年10月28日

延床面積 4,069.15㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 30台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社

特記事項

・建物建築時期は昭和49年10月であり、建築基準法における新耐震基準（昭和56年6月1日施行）に準拠して設計された建物ではありませんが、

平成17年に耐震補強工事を行っています。

・隣接地との境界画定が一部未了です。

・本件建物の竣工後に建築基準法第52条（容積率）が新設されたことから、本件建物の容積率は現行の基準容積率を上回っており、いわゆる既

存不適格建物となっております。

サンライン第７ビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,680,000,000円

取得年月日 平成18年10月6日 期末算定価格 2,850,000,000円

所在地（住居表示） 東京都千代田区麹町四丁目７番２号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 608.42㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権（共有持分：91.5％） 容積率／建蔽率 800％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／9F 建築時期 昭和62年10月8日

延床面積 3,942.61㎡（建物一棟全体の延床面積） 用途 事務所・店舗・駐車場

所有形態 区分所有権（区分所有割合：91.1％） 駐車場台数 14台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社

特記事項

本件土地は３筆に分かれ、敷地権の登記はなされておらず、建物の各区分所有者の共有により敷地利用権を有しています。
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ダヴィンチ錦糸町

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,653,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,745,000,000円

所在地（住居表示） 東京都江東区亀戸一丁目４番２号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 2,046.62㎡ 用途地域 準工業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 300％／60％

建物

構造／階数 S／B1／5F 建築時期 平成４年１月10日

延床面積 6,996.51㎡（附属建物を含む。） 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 60台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 中央三井信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ東池袋

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,958,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 3,184,000,000円

所在地（住居表示） 東京都豊島区東池袋三丁目23番５号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 1,235.45㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC・S／B1／9F 建築時期 平成５年６月25日

延床面積 6,251.01㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 37台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 新生信託銀行株式会社

特記事項

本件土地の一部（地番3277番177）には、東京地下鉄株式会社による地下鉄道工作物所有を目的とする地上権が設定されています。
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ダヴィンチ小石川

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,460,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 1,470,000,000円

所在地（住居表示） 東京都文京区小石川五丁目36番４号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 577.40㎡ 用途地域 準工業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％／60％

建物

構造／階数 S・RC／B1／7F 建築時期 平成４年３月31日

延床面積 2,609.07㎡ 用途 事務所・車庫

所有形態 所有権 駐車場台数 30台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ湯島

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,080,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 1,130,000,000円

所在地（住居表示） 東京都文京区湯島二丁目31番22号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 392.43㎡ 用途地域 商業地域／近隣商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％、400％／80％

建物

構造／階数 SRC・RC／9F 建築時期 平成２年３月22日

延床面積 2,286.92㎡ 用途 事務所・居宅

所有形態 所有権 駐車場台数 ４台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

本件土地の一部（約１㎡）が都市計画道路（放射８号線。昭和21年３月26日計画決定）の対象となっています。今後当該計画が実施された場合

には、本件土地の北西側角部分（約１㎡）を東京都に譲渡することとなります。

ダヴィンチ西五反田Ⅰ

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,640,000,000円

取得年月日 平成18年１月27日 期末算定価格 1,750,000,000円

所在地（住居表示） 東京都品川区西五反田八丁目２番８号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 425.17㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 800％／80％

建物

構造／階数 S・RC／B1／10F 建築時期 平成３年７月15日

延床面積 3,320.85㎡ 用途 事務所・給油所

所有形態 所有権 駐車場台数 １台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

本件建物１階及び２階は、賃借人により給油所として使用されています。

当該賃借人に係る賃貸借契約書において、賃借人は契約終了時の貸室明渡しの際、土壌汚染対策法及び環境確保条例等に基づく土壌の調査及び

報告を行い、調査の結果がかかる法令等の基準を満たさない場合は自己の責任と費用負担において対応することが約定されています。

また、平成17年12月13日時点において、本件土地が汚染されている可能性は低いとの土壌環境管理士等の専門家の意見を取得しています。
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ダヴィンチ新横浜214

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,180,000,000円

取得年月日 平成18年１月27日 期末算定価格 2,510,000,000円

所在地（住居表示） 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目14番２号 価格調査会社 株式会社谷澤総合鑑定所

土地
地積 998.00㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／8F 建築時期 平成元年11月15日

延床面積 6,478.89㎡ 用途 店舗・事務所・車庫

所有形態 所有権 駐車場台数 47台

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアクシス 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

ダヴィンチ新横浜131

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,350,000,000円

取得年月日 平成18年１月27日 期末算定価格 1,500,000,000円

所在地（住居表示） 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目３番１号 価格調査会社 株式会社谷澤総合鑑定所

土地
地積 1,099.00㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B2／9F 建築時期 平成４年10月16日

延床面積 7,453.27㎡ 用途 店舗・事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 44台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

べネックスＳ－３

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 4,950,000,000円

取得年月日 平成18年５月１日 期末算定価格 5,250,000,000円

所在地（住居表示） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目20番８号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 1,424.00㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 S・SRC／B1／12F 建築時期 平成６年２月９日

延床面積 10,918.02㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 50台

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアクシス 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。

－ 46 －



ビリーヴ大森

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 3,160,000,000円

取得年月日 平成18年10月6日 期末算定価格 3,170,000,000円

所在地（住居表示） 東京都品川区南大井六丁目25番3号 価格調査会社 森井総合鑑定株式会社

土地
地積 1,122.24㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 500％／80％

建物

構造／階数 S・SRC／B1／8F 建築時期 平成4年7月29日

延床面積
5,801.73㎡

（付属建物を含む建物一棟全体の延床面積）
用途 事務所・車庫

所有形態 区分所有権（所有割合：91.8％） 駐車場台数 36台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

特記事項

本件土地は2筆に分かれ、敷地権の登記はなされておらず、建物の各区分所有者が分有形式で敷地利用権を有しています。本物件の信託受託者

の所有に係る土地面積は985.61㎡です。
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札幌千代田ビル

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,384,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 1,571,000,000円

所在地（住居表示） 札幌市北区北７条西五丁目５番３号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 1,593.97㎡（他の共有者の持分を含む） 用途地域 商業地域

所有形態 所有権（共有持分：２分の１） 容積率／建蔽率 600％／80％

建物

構造／階数 SRC／B1／11F 建築時期 平成３年12月17日

延床面積
9,531.51㎡

（建物一棟全体の延床面積。附属建物を含む。）
用途 事務所

所有形態 所有権（共有持分：２分の１） 駐車場台数 96台

ＰＭ会社 三幸エステート株式会社 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

特記事項

１．前信託受益者である有限会社クレタ及び信託受託者であるみずほ信託銀行株式会社は、共有者であるあいおい損害保険株式会社と本件不動

産に関する覚書を締結しており、覚書には以下の内容が含まれます。

①本件不動産の共有持分又は信託受益権を第三者に売却する場合は、相手方に対し事前に書面による通知を行うものとし、この場合、通知

後１か月以内に限り、相手方に対し本件不動産の共有持分ないし本件信託受益権の購入に関する優先交渉権を付与する。なお、上記売却

に際しては、土地及び建物を分離せずに一括譲渡するものとする。

②共有持分権者は、本件不動産に関するそれぞれの持分について、本覚書締結より５年間共有物分割請求は行わないものとする。

③共有持分権者は、第三者にそれぞれの持分を譲渡、承継させる場合には、本覚書を当該第三者に承継させ、当該第三者をして本覚書を遵

守させるものとする。

２．本件土地の一部から、指定基準値を超える鉛が検出されていますが、鉛汚染の周囲への拡散や直接摂取により人体へ悪影響を及ぼす可能性

は極めて低く、現在の状態で継続使用することについては問題ない旨の専門家の意見を取得しています。

３．本件土地の北側の市道無償使用部分（約53.39㎡）は、公道として使用されています。

ダヴィンチ岡山

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 1,266,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 1,360,000,000円

所在地（住居表示） 岡山市駅前町二丁目５番24号 価格調査会社 株式会社中央不動産鑑定所

土地
地積 872.57㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％／80％

建物

構造／階数 S／11F 建築時期 平成６年２月４日

延床面積 4,062.48㎡ 用途 事務所・駐車場

所有形態 所有権 駐車場台数 63台

ＰＭ会社 三井不動産ビルマネジメント株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

１．当該建物は、建築基準法第59条の２の規定に基づく総合設計制度にかかる許可を岡山市より受け建築された建物です。公開空地を設け維持、

管理及び標示をすることにより容積率割増（455.7576％）の緩和措置を受けています。

２．本件土地の一部から、指定基準値を超える鉛及び砒素が検出されていますが、これは自然起因と推定される旨、並びに鉛及び砒素汚染の周

囲への拡散や直接摂取により人体へ悪影響を及ぼす可能性は低く、現在の状態で継続使用することについては問題ない旨の専門家の意見を

取得しています。
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ダヴィンチ博多

特定資産の種類 不動産信託受益権 取得価額 2,520,000,000円

取得年月日 平成17年10月21日 期末算定価格 2,320,000,000円

所在地（住居表示） 福岡市博多区店屋町１番31号 価格調査会社 インリックス株式会社

土地
地積 1,262.40㎡ 用途地域 商業地域

所有形態 所有権 容積率／建蔽率 400％、600％／80％

建物

構造／階数 S／B1／11F 建築時期 平成３年１月17日

延床面積 7,672.95㎡ 用途 事務所

所有形態 所有権 駐車場台数 50台

ＰＭ会社 ユーネックス株式会社 信託受託者 住友信託銀行株式会社

特記事項

該当事項はありません。
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Ｂ．運用資産の資本的支出

ａ．資本的支出の予定

　既存保有物件に関し、現在計画している改修工事等に伴う資本的支出のうち主なものは

以下のとおりです。なお、工事金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含まれて

おります。

不動産等の名称
（所在）

目的 予定期間
支出予定金額（百万円）

総額 当期支出額 既支払総額

ダヴィンチ神谷町
（東京都港区）

空調機更新工事
自　平成19年3月
至　平成19年5月

230 － －

ダヴィンチ築地
（東京都中央区）

空調機更新工事
自　平成19年3月
至　平成19年5月

50 － －

ダヴィンチ茅場町３７６
（東京都中央区）

空調機更新工事
自　平成19年3月
至　平成19年5月

40 － －

ダヴィンチ湯島
（東京都文京区）

空調機更新工事
自　平成19年3月
至　平成19年5月

35 － －

ダヴィンチ築地６１６
（東京都中央区）

外壁改修工事
自　平成19年1月
至　平成19年3月

18 － －

ｂ．期中に行った資本的支出

　既存保有物件において、当期に行った資本的支出に該当する主な工事の概要は以下のと

おりです。当期の資本的支出は270百万円であり、当期費用に区分された修繕費197百万円

と合わせ、468百万円の工事を実施しております。

不動産等の名称
（所在）

目的 期間
支出金額
（百万円）

ダヴィンチ銀座
（東京都中央区）

地下店舗用階段改修工事
自　平成18年８月
至　平成18年９月

26

日本橋ＭＳビル
（東京都中央区）

３階リニューアル工事
自　平成18年７月
至　平成18年８月

12

ダヴィンチ茅場町３７６
（東京都中央区）

加湿設備改修工事
自　平成18年11月
至　平成18年11月

10

ダヴィンチ神谷町
（東京都港区）

11階空調更新工事
自　平成18年11月
至　平成18年11月

6

ダヴィンチ錦糸町
（東京都江東区）

立体駐車場改修工事
自　平成18年11月
至　平成18年11月

5

ダヴィンチ博多
（福岡県福岡市）

エレベーターホール改修工事
自　平成18年８月
至　平成18年９月

5

その他
自　平成18年６月
至　平成18年11月

203

合　　計 270

ｃ．長期修繕計画のために積立てた金銭（修繕積立金）
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　本投資法人は、手元資金の効率的な管理のため、長期修繕計画に基づく修繕のための資

金と運転資金を区分管理しておりません。また、今後も長期修繕計画に基づく修繕のため

の資金を運転資金と区分して管理する予定はありません。そのため、該当事項はありませ

ん。
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④　ポートフォリオ全体に係る事項

Ａ．ポートフォリオの分散

　本投資法人の投資不動産物件の各分散状況は、以下のとおりです。

ⅰ．地域別分散

地域 物件数
取得価額合計
（百万円）

比率（％）
（注）

東京主要５区 25 102,874 78.8

首都圏 9 22,431 17.1

地方主要都市 3 5,170 3.9

合計 37 130,475 100.0

（注）比率は、取得価額総額に対する各地域毎の取得価額合計の比率をいい、小数点第２位以下を切り捨てて記載してい

ます。

ⅱ．規模別分散

規模 物件数
取得価額合計
（百万円）

比率（％）
（注）

2,000百万円未満 10 13,240 10.1

2,000百万円以上5,000百万円未満 22 67,610 51.8

5,000百万円以上10,000百万円未満 3 23,525 18.0

10,000百万円以上 2 26,100 20.0

合計 37 130,475 100.0

（注）比率は、取得価額総額に対する各規模毎の取得価額合計の比率をいい、小数点第２位以下を切り捨てて記載してい

ます。

ⅲ．賃貸面積におけるテナント分散

賃貸面積
テナント数
（注１）

比率（％）
（注２）

累積比率（％）
（注３）

100㎡未満 56 17.8 17.8

100㎡以上200㎡未満 63 20.1 38.0

200㎡以上300㎡未満 61 19.4 57.5

300㎡以上400㎡未満 46 14.6 72.2

400㎡以上500㎡未満 23 7.3 79.5

500㎡以上600㎡未満 9 2.8 82.4

600㎡以上1,000㎡未満 34 10.8 93.2

1,000㎡以上3,000㎡未満 17 5.4 98.7

3,000㎡以上 4 1.2 100.0

合計 313 100.0 ―

（注１）テナント数は、平成18年11月30日現在効力を有する賃貸借契約書又は転貸借契約書に基づくエンドテナント数を

記載しています。また、本表におけるテナントとは、事務所及び店舗のエンドテナントをいい、住居及び倉庫の

テナントを含みません。

（注２）比率は、本表におけるテナント総数（事務所及び店舗のエンドテナント総数）に対する各賃貸面積毎のテナント

数の比率をいい、小数点第２位以下を切り捨てて記載しています。
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（注３）累積比率は、本表におけるテナント総数に対する累積テナント数（賃貸面積の増加とともに加算し積上げたテナ

ント数）の比率をいい、小数点第２位以下を切り捨てて記載しています。
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Ｂ．期末算定価格の概要

物件名称
期末算定価格
（百万円）
（注１）

鑑定評価書の概要

直接還元法 ＤＣＦ法
積算価格
（百万円）
（注2）

価格
（百万円）

還元
利回り
（％）

価格
（百万円）

割引率
（％）

最終還元
利回り
（％）

ダヴィンチ銀座 17,700 18,100 4.0 16,900 4.0 4.35 18,400

ダヴィンチ銀座アネックス 3,470 3,300 4.4 3,090 4.4 4.75 4,300

ダヴィンチ神谷町 13,500 13,800 4.0 12,900 4.0 4.35 13,900

ダヴィンチ芝浦 8,875 8,833 5.2 8,426 4.9 5.7 5,224

ダヴィンチ南青山 4,810 4,820 4.7 4,670 4.4 5.0 2,940

ダヴィンチ三田 3,360 3,330 5.1 3,270 4.6 5.4 2,350

ダヴィンチ猿楽町 3,150 3,230 5.5 3,150 5.2 5.8 1,500

ダヴィンチＡ浜松町 3,027 3,283 5.1 3,027 4.7 5.7 1,765

ダヴィンチ神宮前 2,810 2,900 4.3 2,720 4.3 4.65 2,810

ダヴィンチ芝大門 2,705 2,771 5.1 2,705 4.8 5.6 1,525

ダヴィンチ三崎町 2,445 2,555 5.3 2,445 5.0 5.8 1,345

ダヴィンチ新橋510 2,610 2,690 4.9 2,530 4.9 5.25 2,550

ダヴィンチ茅場町376 2,300 2,360 4.7 2,230 4.7 5.05 1,970

ダヴィンチ新橋620 685 702 5.2 667 5.2 5.55 695

ＢＰＳスクエア 1,620 1,640 5.4 1,610
5.1（注３)
5.4（注４)

5.7 960

ダヴィンチ築地 1,370 1,390 5.2 1,360 5.2 5.5 770

ダヴィンチ築地616 2,440 2,490 4.8 2,400 4.7 5.0 1,230

秀和月島ビル 7,840 8,050 5.0 7,660 4.9 5.2 4,400

日本橋ＭＳビル 2,680 2,710 4.9 2,640 4.6 5.2 1,510

アトランティックビル 1,660 1,680 5.0 1,640 4.7 5.3 1,160

渋谷ＳＳビル 4,140 4,170 4.9 4,110 4.6 5.2 3,190

ダヴィンチ日本橋本町 7,750 7,810 5.1 7,690 4.7 5.4 3,670

ダヴィンチ銀座１丁目 4,630 4,650 4.8 4,610 4.5 5.1 4,890

ダヴィンチ京橋 3,570 3,620 5.0 3,520 4.7 5.3 1,980

サンライン第７ビル 2,850 2,890 4.8 2,800 4.5 5.1 3,610

ダヴィンチ錦糸町 3,745 3,910 5.6 3,745 5.3 6.1 1,805

ダヴィンチ東池袋 3,184 3,220 5.3 3,184 4.7 5.8 1,892

ダヴィンチ小石川 1,470 1,480 5.0 1,460 4.7 5.3 890

ダヴィンチ湯島 1,130 1,140 5.0 1,110 4.7 5.3 879

ダヴィンチ西五反田Ⅰ 1,750 1,780 5.6 1,720 5.3 6.0 1,300

ダヴィンチ新横浜214 2,510 2,540 6.3 2,310 5.7 6.5 1,520

ダヴィンチ新横浜131 1,500 1,480 6.2 1,510 5.9 6.5 1,570

ベネックスＳ－３ 5,250 5,330 5.6 5,170 5.3 5.9 3,220

ビリーヴ大森 3,170 3,240 5.4 3,090 5.1 5.8 2,210

札幌千代田ビル 1,571 1,563 6.5 1,571 6.1 7.1 819

ダヴィンチ岡山 1,360 1,383 6.8 1,360 6.4 7.4 621

ダヴィンチ博多 2,320 2,370 5.6 2,260 5.6 5.95 2,580

合計 140,957 143,210 － 137,260 － － 107,950
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（注１）期末算定価格は、本投資法人の規約及び社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、株式会社谷澤総合鑑定所、

大和不動産鑑定株式会社、株式会社中央不動産鑑定所、森井総合鑑定株式会社及びインリックス株式会社の不動

産鑑定士が作成した鑑定評価書に記載された平成18年11月30日を価格時点とする価格を記載しています。

（注２）積算価格は百万円未満を切り捨てて記載しています。

（注３）１～３年目の割引率を記載しています。

（注４）４年目以降の割引率を記載しています。

Ｃ. 建物調査診断報告書の概要

　本投資法人は、各投資不動産物件毎に、建物検査、建物評価、関連法規の遵守、修繕費評

価、環境リスク診断、地震リスク評価等に関する建物調査診断報告書を前田建設工業株式会

社、株式会社ハイ国際コンサルタントから取得しています。建物調査診断報告書に記載され

た事項は、報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証す

るものではありません。

　本投資法人が取得した建物調査診断報告書の概要は以下のとおりです。

物件名称
緊急修繕費
用の見積額
（千円）

短期修繕費
用の見積額
（千円）

長期修繕費
用の見積額
（千円）

ＰＭＬ値
（％）

再調達価格
（千円）

ダヴィンチ銀座 0 25,670 112,850 12.5 3,363,000

ダヴィンチ銀座アネックス 0 10,830 53,570 12.7 815,000

ダヴィンチ神谷町 0 176,160 336,140 13.8 3,209,000

ダヴィンチ芝浦 0 89,910 211,790 14.5 3,305,100

ダヴィンチ南青山 0 40,310 115,240 13.8 1,164,000

ダヴィンチ三田 0 33,560 175,610 9.5 1,462,300

ダヴィンチ猿楽町 0 107,700 188,660 14.6 1,071,000

ダヴィンチＡ浜松町 0 36,030 181,610 14.6 1,527,900

ダヴィンチ神宮前 0 22,280 91,460 13.9 637,000

ダヴィンチ芝大門 0 20,720 100,560 12.5 910,200

ダヴィンチ三崎町 0 21,010 137,160 13.1 685,000

ダヴィンチ新橋510 0 31,490 127,970 13.4 890,000

ダヴィンチ茅場町376 0 77,460 100,970 14.8 535,000

ダヴィンチ新橋620 0 30,990 48,810 14.3 248,000

ＢＰＳスクエア 1,550 18,600 124,210 12.5 868,800

ダヴィンチ築地 0 54,460 79,030 14.0 472,100

ダヴィンチ築地616 0 32,190 111,470 13.0 1,063,600

秀和月島ビル 0 69,310 224,840 14.4 2,403,700

日本橋ＭＳビル 240 26,900 104,590 11.8 1,096,700

アトランティックビル 0 22,870 69,430 13.7 692,000

渋谷ＳＳビル 230 6,840 66,520 14.7 1,091,400

ダヴィンチ日本橋本町 0 20 77,530 12.0 2,301,100

ダヴィンチ銀座１丁目 0 700 195,440 13.6 1,096,000

ダヴィンチ京橋 0 4,660 56,810 13.4 1,097,500

サンライン第７ビル 0 24,400 91,270 14.1 1,110,800
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物件名称
緊急修繕費
用の見積額
（千円）

短期修繕費
用の見積額
（千円）

長期修繕費
用の見積額
（千円）

ＰＭＬ値
（％）

再調達価格
（千円）

ダヴィンチ錦糸町 0 82,360 344,560 14.9 2,112,700

ダヴィンチ東池袋 0 55,020 200,820 13.9 2,237,000

ダヴィンチ小石川 0 31,530 85,540 14.6 664,800

ダヴィンチ湯島 0 41,320 87,430 14.7 573,000

ダヴィンチ西五反田Ⅰ 180 97,740 128,550 10.2 815,900

ダヴィンチ新横浜214 300 47,120 231,140 13.0 1,786,000

ダヴィンチ新横浜131 1,250 133,890 329,810 14.6 2,082,000

ベネックスＳ－３ 50 81,690 272,210 12.9 3,368,000

ビリーヴ大森 0 8,900 143,940 12.8 1,526,900

札幌千代田ビル 0 65,010 323,240 10.5 2,620,900

ダヴィンチ岡山 0 74,340 191,400 7.0 1,035,000

ダヴィンチ博多 0 70,100 296,650 2.1 2,227,900

合計 3,800 1,774,090 5,818,830 10.2（注） 54,166,300

（注）ＰＭＬ値の合計欄の数値は、ポートフォリオＰＭＬ値を示しており、37棟の集合体に対して、投資不動産物件と同

様に再現期間475年に対応する予想損害額の、再調達価格に対する割合をいいます。ＰＭＬ値及びポートフォリオＰ

ＭＬ値は、前田建設工業株式会社作成の平成18年12月8日付「地震リスクポートフォリオ評価報告書」に基づき記載

しています。

Ｄ．利害関係人等への賃貸状況

　平成18年11月30日現在において、本投資法人が保有する投資不動産に係る信託不動産の利

害関係人等への賃貸状況は以下のとおりです。

テナント名 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ 業種 サービス業

入居物件名称 ダヴィンチ銀座 賃貸面積

５階 223.20㎡

８階 489.29㎡

９階 752.13㎡

倉庫① 15.54㎡

倉庫② 32.17㎡

倉庫③ 8.63㎡

合計 1,520.96㎡

年間賃料収入

５階 23,091千円

年間賃料収入合計に

占める割合（注）

５階 0.27％

８階 50,619千円 ８階 0.60％

９階 77,811千円 ９階 0.93％

倉庫① 564千円 倉庫① 0.00％

倉庫② 1,167千円 倉庫② 0.01％

倉庫③ 313千円 倉庫③ 0.00％

合計 153,567千円 合計 1.83％

契約期間 ５階 平成18年9月１日より平成20年8月31日まで
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８階 平成18年５月１日より平成20年５月31日まで

９階 平成17年11月１日より平成19年10月31日まで

倉庫① 平成17年11月19日より平成19年11月18日まで

倉庫② 平成17年11月１日より平成19年10月31日まで

倉庫③ 平成18年３月１日より平成20年２月29日まで

契約更改の方法

賃貸人・賃借人協議の上、本契約を更新することができます。

契約満了時に本契約を終了させる場合は、賃貸人及び賃借人とも６か月前に文書をもって予告しな

ければなりません。賃貸人又は賃借人より契約を更新しない旨の通知が行われなかった場合は、契

約期間満了の翌日より起算してさらに２年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

特記事項 特にありません。
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テナント名 株式会社ダヴィンチ・セレクト 業種 不動産投資顧問業

入居物件名称 ダヴィンチ銀座 賃貸面積 322.94㎡

年間賃料収入 33,409千円
年間賃料収入合計に占

める割合（注）
0.39％

契約期間 平成18年9月１日より平成20年8月31日まで

契約更改の方法

賃貸人・賃借人協議の上、本契約を更新することができます。

契約満了時に本契約を終了させる場合は、賃貸人及び賃借人とも６か月前に文書をもって予告しな

ければなりません。賃貸人又は賃借人より契約を更新しない旨の通知が行われなかった場合は、契

約期間満了の翌日より起算してさらに２年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

特記事項 特にありません。

テナント名 有限会社アルガーブ、有限会社プラト 業種 投資顧問業

入居物件名称 ダヴィンチ銀座 賃貸面積 84.50㎡

年間賃料収入 8,741千円
年間賃料収入合計に占

める割合（注）
0.10％

契約期間 平成18年5月１日より平成20年5月31日まで

契約更改の方法

賃貸人・賃借人協議の上、本契約を更新することができます。

契約満了時に本契約を終了させる場合は、賃貸人及び賃借人とも６か月前に文書をもって予告しな

ければなりません。賃貸人又は賃借人より契約を更新しない旨の通知が行われなかった場合は、契

約期間満了の翌日より起算してさらに２年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。

特記事項 特にありません。

 

（注）年間賃料収入合計に占める割合は、平成18年11月30日現在の年間賃料収入合計に占める割合をいい、小数点第３位

以下を切り捨てて記載しています。年間賃料収入は、賃貸借契約又は転貸借契約上の月額賃料（共益費を含みます

が、駐車場使用料等付属施設の使用料は含まれません。）を年換算（12倍）し、千円未満を切り捨てて記載してい

ます。

参考：賃貸面積上位10テナント（マスターレッシーを除くエンドテナント）は以下のとおりです。

順
位

テナント名 業種 入居物件名称
賃貸面積
（㎡）
（注１）

総賃貸面積に占
める割合（％）

（注２）

１ （注３） （注３） 秀和月島ビル 6,379.88 4.5

２ ジャトコ株式会社 製造業 ベネックスＳ－３ 4,444.15 3.1

３ 三井住友建設株式会社 建設業
ダヴィンチ日本橋　

本町
4,186.36 2.9

４ サンウェーブ工業株式会社 製造業 ダヴィンチ猿楽町 3,657.43 2.5

５ あいおい損害保険株式会社 保険業 札幌千代田ビル 3,097.59 2.1

６ 株式会社ビジネスポートシステムズ 情報・通信業 ＢＰＳスクエア 2,902.92 2.0

７ サン・マイクロシステムズ株式会社 サービス業 ダヴィンチ神宮前 2,388.22 1.6

８ 株式会社東京リーガルマインド サービス業 ダヴィンチ三崎町 2,137.53 1.5

９
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロ

ジー株式会社
サービス業 ダヴィンチ東池袋 2,126.27 1.5

10 株式会社ＩＮＡＸ 卸売業 ダヴィンチ京橋 1,864.10 1.3

小計 33,184.45 23.4

ポートフォリオ全体 141,716.18 100.0
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（注１）賃貸面積は、平成18年11月30日現在、テナントとの間で実際に賃貸借契約又は転貸借契約が締結され賃貸が行わ

れている面積です。

（注２）総賃貸面積に占める割合は、ポートフォリオ全体の賃貸面積に占める各テナントの賃貸面積の割合をいい、小数

点第２位以下を切り捨てて記載しています。

（注３）本テナントにつきましては、テナント名及び業種を開示することにつき同意を得られていないため、やむを得な

い事情により開示できない場合として記載していません。
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(3）本投資法人の関係法人

①　本投資法人の仕組図

 一般事務受託者 

資産保管会社 
本投資法人 会計監査人 

住友信託銀行株式会社 ＤＡオフィス投資法人 みすず監査法人 

 

 

 

 
投資主総会 

 

 
 

 
投資主名簿等管理人 借入先金融機関 

中央三井信託銀行 

株式会社 

 

 

 

 

役員会 

執行役員：松岡孝太郎 

監督役員：平石孝行  

監督役員：佐久間宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポート提供会社 資産運用会社 

株式会社ダヴィンチ・ 

アドバイザーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ダヴィンチ・セレクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社あおぞら銀行 

住友信託銀行株式会社 

中央三井信託銀行株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社りそな銀行 

株式会社新生銀行 

株式会社三井住友銀行 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社百五銀行 

株式会社静岡銀行 

株式会社南都銀行 

株式会社広島銀行 

株式会社山口銀行 

日興ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ證券株式会社 

野村ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社 

ｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲﾌ ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 
 

② 

③ 

④ 

① 
④ 

①　資産運用委託契約

②　一般事務委託契約／資産保管委託契約

③　名義書換事務委託契約

④　スポンサー・サポート契約
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②　本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要

運営上の役割 名称 関係業務の概要

投資法人 ＤＡオフィス投資法人 　規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、

主として不動産等及び不動産対応証券等に投資する

ことにより運用を行います。

資産運用会社 株式会社ダヴィンチ・

セレクト

　本投資法人との間で平成17年７月11日付の資産運

用委託契約を締結しています。

　投信法上の投資信託委託業者として、同契約に基

づき、本投資法人の規約に定める資産運用の対象及

び方針に従い、資産の運用に係る業務を行います（投

信法第198条第１項）。

　資産運用会社に委託された業務の内容は、①本投

資法人の資産の運用に係る業務、②本投資法人の資

金調達に係る業務、③本投資法人への報告業務及び

④その他本投資法人が随時委託する上記①から③に

関連し又は付随する業務（本投資法人の役員会に出

席して報告を行うことを含みます。）です。

一般事務受託者

資産保管会社

住友信託銀行株式会社 　本投資法人との間で平成17年７月11日付の一般事

務委託契約及び資産保管委託契約をそれぞれ締結し

ています。

　投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第４号

乃至第６号）として、一般事務委託契約に基づき、

本投資法人の①計算に関する事務、②会計帳簿の作

成に関する事務、③納税に関する事務及び④機関の

運営に関する事務を行います。

　また、投信法上の資産保管会社として、資産保管

委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保

管に係る業務を行います（投信法第208条第１項)。

投資主名簿等管

理人

中央三井信託銀行

株式会社

　本投資法人との間で平成17年７月11日付の名義書

換事務委託契約を締結しています。

　投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第２号、

第３号及び第６号。ただし、投信法人債に関する事

務を除きます。）として、名義書換事務委託契約に

基づき、①投資主名簿及び実質投資主名簿の作成、

管理及び備置に関する事務、②投資口の名義書換に

関する事務、③本投資証券の発行に関する事務、④

投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務、

⑤投資主の権利行使に関する請求その他投資主から

の申出の受付に関する事務等を行います。
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③　上記以外の本投資法人の主な関係者

役割 名称 業務の内容

サポート提供

会社

株式会社ダヴィンチ・

アドバイザーズ

　本投資法人及び資産用会社との間で、平成17年９

月２日付のスポンサー・サポート契約（以下「スポ

ンサー・サポート契約」といいます。）を締結して

います。業務の内容は、後記「２ 投資方針（１）投

資方針 ② 本投資法人の成長戦略 Ｃ．ダヴィンチ・

アドバイザーズのサポート」をご参照下さい。

(4）投資方針

①　基本方針

　本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等及び不動

産対応証券等の特定資産に投資を行うことを通じてその資産の運用を行います。

　本投資法人は、投資対象資産をオフィスビルに特化し、中でも東京都に所在する中規模オフィ

スビルに重点を置いた投資を行うという明快なポートフォリオ構築方針により、安定的な収益

の獲得と投資資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指します。

　投資対象となる不動産として一般にオフィスビルのほか、商業施設、居住施設、物流施設等

があるものの、それぞれの用途毎に異なる売買及び賃貸マーケットが形成され、その特性に応

じた異なる運用手法を用いなければなりません。本投資法人は、特性の異なる用途を組み合わ

せるのではなく投資対象資産をオフィスビルに特化し、中でも「東京都」及び「中規模オフィ

スビル」への重点投資を行うという「特化型運用」により、経営資源を集中し、迅速かつ的確

な投資判断に基づく物件取得及び効率的な運営管理を行うことができると考えています。

＜特化型運用による経営資源の集中＞

 
ターゲットとするマーケットの絞込み 

 ・売買及びリーシングマーケットの動向の把握 

経営資源の集中投下 

 ・迅速かつ的確な投資判断に基づく物件取得 

 ・効率的なテナントリーシング 

 ・運営管理の効率化 

更なる運用ノウハウの『深化』 

　我が国の経済活動の中心である東京都は、オフィスビルの市場が最も大きく、また、その稼

働率が相対的に高い水準で安定的に推移しています。また、事業所数が多く、テナントの需要

が厚いことから、本投資法人は、安定的な運用収益を獲得することができると考えています。
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　本投資法人は、東京都の中でも特にオフィスビルが集中している地域である主要５区（千代

田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区）（以下「東京主要５区」といいます。）を最重点投

資エリアと位置付けています。なお、東京都以外では、首都圏及び地方主要都市（後記「④　

ポートフォリオ構築方針　Ｂ．地域」をご参照下さい。）に所在するオフィスビルにも一定の

比率で投資を行う方針です。

　また、本投資法人は、投資機会の絶対数の多い中規模オフィスビル（賃貸可能面積が1,500㎡

から10,000㎡のオフィスビル）に重点を置いた投資を行います。中規模オフィスビルの場合、

対象となるテナントは、中小規模の事業所である場合が多く、幅広いテナント需要が期待でき

ます。その上、それらのテナントが１棟に数多く入居することとなり、テナントの分散が図ら

れることにもなります。こうした特徴を背景に、中規模オフィスビルは、比較的高くかつ安定

した稼働率に支えられ、賃料相場も比較的安定していると考えられます。

　本投資法人は、中規模オフィスビルには、ビル１棟の総賃料収入に対する運営管理のための

経費割合が、大規模オフィスビルに比べ一般的に低く、運用効率が良いという特徴があると考

えています。

　本投資法人は、東京主要５区の中規模オフィスビルに重点を置いて投資を行うことにより、

効率的な運営管理を実現することができ、更には、リスク／リターン、ボラティリティ、経済

環境等の外部要因から受ける影響についても傾向を的確に捉え対応することが可能と考えてい

ます。

　中規模オフィスビルは、前述のとおりテナント分散による高い分散効果が得られる一方で、

個々の物件について質の開きが大きく、また、一物件当たりの投資額が小さいため、投資物件

数が多くなる等、投資対象資産の選定と運営管理の巧拙が収益性に影響を及ぼします。本投資

法人は、資産運用を、中規模オフィスビル投資及びその運営管理についての経験と実績を有す

るダヴィンチ・アドバイザーズの100％出資子会社である資産運用会社に委託します。投資対象

資産の選定に際しては、ダヴィンチ・アドバイザーズの経験と実績を承継する（『ＤＮＡの承

継』）資産運用会社が、個々の投資対象資産において中長期にわたる収益の安定性の観点から

投資対象資産の質に着目し、十分な調査を行った上でその取得を決定します。

　また、本投資法人は、中規模オフィスビルにおいて安定した稼働率を維持するためには、テ

ナントのニーズを迅速かつ的確に把握し、テナント満足度を追求することが肝要と考えていま

す。すなわち、個々のテナントへのきめ細かい対応を通じてリレーションを強固にしつつ、テ

ナントからの要望に先行して戦略的な改修工事を実施する等の対応を行います。更に、本投資

法人は、スケールメリットを活かして、多数にわたる投資対象資産を群管理して運営管理上の

コスト削減を図ります。また、オフィスビルとしてのライフサイクルを考慮しつつ修繕工事を

実施することにより、運営管理上のコストを低減していきます。

　本投資法人、資産運用会社及びダヴィンチ・アドバイザーズは、平成17年９月２日付でスポ

ンサー・サポート契約を締結して、資産運用会社及びダヴィンチ・アドバイザーズとの間にお

いて物件情報の提供を受け、人的支援を受けることを合意しています。

②　本投資法人の成長戦略

Ａ．外部成長戦略

　本投資法人より運用の委託を受けた資産運用会社は、ダヴィンチ・アドバイザーズからの

人材に加え、建設会社、金融機関等外部からの人材を積極的に採用しています。こうした多

様な経験のある人材の持つネットワークを活用し、不動産マーケットから物件取得の機会を

追求します。また、投資基準を明確にして、効率的に物件情報を取得します。

　同時に、本投資法人及び資産運用会社は、ダヴィンチ・アドバイザーズとスポンサー・サ

ポート契約を締結し、ダヴィンチ・アドバイザーズが運用を受託している不動産ファンドの

組入物件の情報が、随時資産運用会社に提供される体制を構築しています。こうした情報を
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もとに、資産運用会社は、本投資法人の投資方針・投資基準に合致する物件を選別し、これ

を本投資法人が取得することにより、本投資法人の資産規模を拡大することが可能と考えて

います。

　なお、ダヴィンチ・アドバイザーズの運用する不動産ファンドから投資対象資産を取得す

る場合には、資産運用会社の自主ルールとして策定した利益相反対策ルールを遵守します。

Ｂ．内部成長戦略

ａ．収益性の維持・向上

　本投資法人は、収益性の維持・向上のため「テナント満足度の追求」を目指します。す

なわち、テナントの満足度を高めるために以下のようなソフト、ハード両面の施策を実施

し、満足度の低さを原因とする既存テナントの退去を防止するとともに、新規テナントの

獲得のため、個別物件の質の維持及び向上を図ることを運営管理の主眼とします。

　ソフト面では、資産運用会社は、プロパティ・マネジメント会社（以下「ＰＭ会社」と

いいます。）にテナントとの良好な関係を築くよう指導し、その構築された関係からテナ

ントのニーズをいち早く把握し、的確かつ迅速に対応します。また、資産運用会社は、か

かる把握したニーズをもとに物件及び地域の特性を踏まえつつ、きめ細かいリーシング戦

略を立案し実行します。

　加えて、ハード面では、快適なオフィス環境を維持するための計画的な修繕及び戦略的

な改修をテナントの企業活動に配慮した上で実施します。

ｂ．運営管理コストの低減

　資産運用会社は、取得に際して資産を厳選するとともに、積極的な外部成長の推進によ

り得られたスケールメリットを最大限活用して、効率的な運営管理を行いコストの低減に

努めます。具体的には、物件を地域毎に群管理し、エレベーターメンテナンス、一般ごみ

処理、備品購入、定期点検業務等を一括発注し、また、長期契約とすること等により運営

管理コスト低減を図ります。

　資産運用会社は、リーシング、建物管理等の周辺業務を利害関係者ではない専門業者に

外部委託します。資産運用会社は、親会社であるダヴィンチ・アドバイザーズが独立系の

アセットマネジメント会社であることもあり、外部委託会社の選定に際して、業界におけ

る特段のしがらみを有しておらず、業務毎に価格競争力のある業者を選定することができ

ます（コストの透明性）。これにより、管理の質を維持しつつコスト低減に取り組むこと

ができます。

Ｃ．ダヴィンチ・アドバイザーズのサポート

ａ．会社概要と実績

　ダヴィンチ・アドバイザーズは、「投資家とともに成長する」という理念を掲げ、不動

産私募ファンドのパイオニアとして組成、運用及び管理において豊富な実績を積み上げて

おります。特に、ポテンシャルに比して十分な収益を生み出していない不動産を取得し、

安定した収益不動産へと再生し、運用及び管理することを得意としております。不動産の

再生には専門的ノウハウが必要とされることから、取得に際して通常他社や本投資法人と

競合することが少なく、玄人集団としての目利きを発揮し急成長を遂げております。平成

17年12月末日までに東京を中心としたオフィスビル等を投資対象に、計20本のファンドを

組成し、平成17年12月末日現在９本のファンドを運用しており、その運用資産は4,960億円

です。当該９本のファンドのうちの１つには平成16年12月に立ち上げた大型ファンドが含

まれています。当該ファンドに関しましては当初予定より２年前倒しとなる、平成18年３

月をもって全ての投資先が確定し、最終的な総投資金額は約4,400億円となります。同ファ

ンドの投資完了に伴い、平成18年２月からは、投資総額１兆円規模となるファンドの運用

－ 64 －



を開始しました。当該ファンドにおいては、意思決定が迅速にできる仕組みとなっており、

適切な物件を発掘すれば直ちに投資判断を行うことができるため、投資機会を逸すること

なく、機動的かつ柔軟に不動産の購入を進めることが可能となります。

ｂ．スポンサー・サポート契約の概要

　本投資法人、資産運用会社及びダヴィンチ・アドバイザーズは、平成17年９月２日付で

以下の内容を骨子としたスポンサー・サポート契約を締結しています。

ⅰ．スポンサー運用物件についての情報提供

　ダヴィンチ・アドバイザーズは、運用を受託している不動産ファンドの組入物件の情

報を、随時、資産運用会社に提供します。資産運用会社は、かかるスポンサー運用物件

に関する情報を最大限利用し、本投資法人の投資方針・投資基準に合致する物件をスポ

ンサー運用物件から厳選した上で、スポンサーとの価格等の条件交渉を経て、これを本

投資法人に取得させることにより、本投資法人の継続的かつ安定的な成長を目指します。

ⅱ．人材の確保に関する協力

　ダヴィンチ・アドバイザーズは、資産運用会社の独自性を尊重しつつ、その不動産ファ

ンド運用管理のノウハウを資産運用会社において承継し発展させるため、本投資法人及

び資産運用会社の成長に伴い必要とされる人材の確保に関して、スポンサーからの人材

の出向・転籍等を通じて協力します。

ｃ．利益相反の排除

　本投資法人は、ダヴィンチ・アドバイザーズが運用を受託しているファンドや、関連法

人との物件の売買について、資産運用会社の自主ルールとして策定した利益相反対策ルー

ルの適用を受け、利益相反の排除に努めております。

③　戦略構築のための調査分析

　本投資法人の主要な投資対象である中規模オフィスビルは、大規模オフィスビルに比べると

ロケーション、ビルの建築設備の仕様（以下「スペック」といいます。）、収益性等に関して

個別物件による格差が大きいことが特徴です。資産運用会社は、綿密な調査分析に基づく各種

戦略の立案及びその実行のために、同社投資運用部のリサーチ＆アクイジションチームにおい

て、必要な調査分析を行います。

④　ポートフォリオ構築方針

Ａ．タイプ及び規模

　本投資法人は、投資対象資産をオフィスビルに限定します。

　本投資法人は、中でも、中規模オフィスビルに重点的に投資を行い、原則として、ポート

フォリオ全体の資産規模（ポートフォリオ全体の取得価額合計額（取得に伴う諸費用及び税

金を除きます。）、以下「資産規模」といいます。）の70％以上を中規模オフィスビルに投

資します。

　中規模オフィスビル以外のオフィスビルへの投資にあたっては、地域及び規模の特性並び

に流動性等を考慮し、ポートフォリオの収益の安定及び向上に寄与すると判断される物件に

投資を行います。

Ｂ．地域

　本投資法人は、投資対象資産の選定に際して投資対象エリアとして「東京主要５区」（注

１）、「首都圏」（注２）及び「地方主要都市」（注３）の３つのエリアを設定し、分散投

資を行います。

（注１）「東京主要５区」とは、千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区をいいます。

（注２）「首都圏」とは、東京主要５区を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいいます。
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（注３）「地方主要都市」とは、大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県）、名古屋圏（愛知県、三重県）、札幌

市、仙台市、静岡市、広島市、北九州市、福岡市、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、

新潟市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、浜松市、奈良市、和歌山市、岡山市、倉敷市、福山市、

高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市をいいます。

　本投資法人は、原則として、収益が安定していると考える東京主要５区に所在する投資対象

資産に対して資産規模の60％以上の投資を行います。また、安定収益の確保とポートフォリオ

の収益向上を更に追求するため、補完的な投資エリアとして首都圏に所在する投資対象資産に

対して、資産規模の20％以下の投資を行います。

　更に、ポートフォリオの収益向上及び地域分散を図るため、地方主要都市に所在する投資対

象資産に対して、資産規模の20％以下の投資を行います。ただし、地方主要都市に所在する投

資対象資産の選定においては、ポートフォリオの安定収益の確保に十分配慮し、当該投資対象

資産の当該時点での稼働率及び過去の推移、テナント数、所在する地域のマーケットの状況等

を総合的に判断して決定します。

　各地域に対する投資の割合につきましては、各地域のマーケット状況等を勘案し、慎重に検

討します。

投資対象エリア ポートフォリオ上の位置付け 組入比率（注）

東京主要５区 最重点投資エリア 60％以上

首都圏 重点投資エリア 20％以下

地方主要都市 投資可能エリア 20％以下

（注）資産規模に対する比率をいいます。

Ｃ．稼働率

　取得時において、東京主要５区で85％以上、首都圏及び地方主要都市でそれぞれ70％以上

の稼働率を原則とします。

Ｄ．築年等の分散

　本投資法人の投資対象資産の取得にあたっては、改修工事が特定の営業期間に集中しない

ように築年の分散を図ります（ただし、取得時において、改修工事が既に行われている場合

には、築年だけでなく、当該改修工事の内容を考慮した上で分散を考えます。）。

⑤　個別投資基準

　投資対象資産の取得にあたっては、対象となる物件の特性及び市場環境等を十分に勘案し、

当該物件の将来にわたる収益の安定性を十分に検証します。

　投資対象資産の選定にあたっては、必要なデューデリジェンスを行った上で、原則として下

記に掲げる基準を充足した物件について、取得の妥当性の判断を行います。

Ａ．ロケーション

選定の視点 選定基準

駅からの距離 ＪＲ又は地下鉄等の最寄駅から徒歩10分以内

都市施設の集積度 商業施設、郵便局、銀行等の近接性

前面道路の道路幅員・接道状況 前面幅員が10ｍ以上

高速道路インターチェンジからの距離 車が主要な移動手段である物件の場合、３km以内
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Ｂ．タイプ、規模及び価額

選定の視点 選定基準

タイプ

主たる用途をオフィスとするビルを投資対象とする。

なお、投資対象資産にオフィス以外の用途部分が存

在する場合、オフィス部分の賃貸可能面積が総賃貸

可能面積に対して50％を超える物件を投資対象とす

る。

規模

賃貸可能面積が1,500㎡から10,000㎡の中規模ビル

を主たる投資対象とする。

なお、賃貸可能面積が1,500㎡から10,000㎡以外の

物件については、１投資対象資産が当該物件を含む

資産規模の30％を上限とする。

取得価額

５億円以上（取得に係る諸費用及び消費税等を除

く。）１投資対象資産が当該物件を含む資産規模の

30％以下とする。

Ｃ．スペック

　中規模オフィスビルは、個々の物件について、大規模オフィスビルに比べスペックの格差

が大きいため投資対象資産の選定にあたっては、建物のスペックに関して十分な調査、検討

を行います。

選定基準

築年数

25年以下を原則とする。

ただし、改修工事の結果、耐震性やスペック等につ

いて築年数25年以下の建物と同等と判断される場合

はその限りではない。

耐震性

新耐震基準（注１）に基づく建築物に相当する耐震

性を有し、単体ＰＭＬ値15％以下を原則とする（注

２）。

天井高 2.5メートル以上

空調方式 個別空調又は個別空調に対応可能な構造

ＯＡ床等 対応済み又は対応可能であること

床荷重 300㎏／㎡以上

照明照度 600Lx以上

電気容量 30VA／㎡以上

警備方法
機械による24時間対応、又はその対応が可能である

こと。

駐車場台数
ロケーションを考慮して必要と思われる台数分の駐

車場を確保していること。

（注１）新耐震基準とは、昭和56年に改正された建築基準法に基づく建物等の耐震基準をいいます。

（注２）ＰＭＬはProbable Maximum Lossの略で、最大予想損失率と訳されます。これは、「対象施設又は施

設群に対し最大の損失をもたらす地震が発生し、その場合の90％信頼水準に相当する物的損失額」

と定義されています。

実際には、ＰＭＬとして再現期間475年の地震を用いることが多く、この地震が発生した場合の物的

損害額（90％信頼水準）の再調達価格に対する割合で表します。
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Ｄ．テナント（エンドテナント）

　本投資法人の主な投資対象である中規模オフィスビルは、大規模オフィスビルに比べテナ

ントの信用力の格差が大きく、投資対象資産の選定にあたっては、安定収益の確保という観

点から十分に考慮する必要があります。そのため入居テナントについては、十分な調査、検

討を行います。

選定の視点 選定基準

テナント分散

マルチテナント（一棟の建物に複数のテナントが存

在すること）を原則とする。ただし、シングルテナ

ントの場合は、テナントの信用力及び退去リスクを

十分に検討した上で総合的に判断する。

いずれの場合においても、１テナントからの賃料収

入がポートフォリオの総収入の20％を超える場合に

は、当該物件を取得しない。なお、ポートフォリオ

の総賃料収入については、直近月又はその前月の数

字を採用する。また、当該物件の賃料収入について

は予測収益の数字を採用する。

テナント信用力 信用調査会社の評点等から総合的に判断する。

テナント属性・業種
物件の運営管理上、支障をきたすおそれのある業種

等は対象としない。

契約形態
期間が２年以上の賃貸借契約又は定期建物賃貸借契

約

敷金
月額賃料の８か月以上を基本とし、テナントの信用

力により増減を考慮する。

Ｅ．環境有害物質及び土壌汚染

　本投資法人は、投資対象資産から環境有害物質が検出されず、かつ当該投資対象資産の土

地に含まれる有害物質が土壌汚染調査基準値を超えない物件を取得するものとします。ただ

し、環境有害物質が検出され又は土地に含まれる有害物質がかかる基準値を超える投資対象

資産であっても、対処方法を含め専門家の意見を踏まえた上で、周辺環境に与える影響、人

的な影響、経済的な影響等が極めて低いと判断され、かつポートフォリオの収益向上等に寄

与することが見込まれる場合には、当該物件の取得を検討することがあります。土壌汚染調

査基準値とは、土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。その後の改正を含みま

す。）に規定されている数値をいいます。
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選定の視点 選定基準

環境有害物質

アスベスト、ＰＣＢ等の有害物質が土地・建物から

検出されないこと、又は適正に管理されて有害物質

による影響が排除されていること。ただし、これに

対応するための費用が発生すると想定される場合に

は、かかる費用及び売却する場合の価格等を勘案し

て取得価額を調整するものとする。

土壌汚染

投資対象資産が、土壌汚染対策法（平成14年法律第

53号。その後の改正を含みます。）第５条第１項で

定義されている指定地域に該当する場合には、投資

対象から除外する。土壌調査から土壌汚染の存在が

確認され、これに対応するための費用が発生すると

想定される場合には、かかる費用及び売却する場合

の価格等を勘案し取得価額を調整するものとする。

Ｆ．開発物件に関する投資基準

　本投資法人は、原則として安定した収益を生み出している物件を投資対象としますが、良

質な物件の確保の観点から、一定割合を限度に、開発物件に投資を行う場合があります。た

だし、開発物件への投資については、下記の基準に合致するものに限って投資を行うものと

します。

ａ．建築確認が既に取得されていること。

ｂ．完工リスクへの対応が十分に行われていること。

ｃ．竣工後のテナント確保が明確であること。

ｄ．１投資案件の投資総額が資産規模の20％以下であること。

Ｇ．権利形態

　本投資法人は、原則として完全所有権の物件を投資対象とします。

　ただし、区分所有物件、共有物件等についても、物件の処分及び運営管理における意思決

定権が確保できていることを前提とし、収益の安定性、物件特性、市場環境等を総合的に勘

案し調査、検討を行った上で投資を行う場合があります。投資を行う場合には、当該物件に

おける区分所有部分及び共有持分の割合は50％以上を原則とします。また、借地物件の場合

には、借地契約を十分に調査した上で旧借地法（大正10年法律第49号。その後の改正を含み

ます。）又は借地借家法（平成３年法律第90号。その後の改正を含みます。）に基づく借地

権を投資対象とすることがあります。

Ｈ．その他の基本方針

ａ．本投資法人は、特定不動産（不動産、不動産の賃借権、地上権、又は不動産、土地の賃

借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計額が、本投資法

人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を75％以上とします。

ｂ．本投資法人は、資産の総額に占める不動産等（不動産、不動産の賃借権、地上権、信託

の受益権（不動産、地上権及び土地の賃借権のみを信託するものに限ります。）及び匿名

組合出資持分（その出資された財産を不動産、不動産の賃借権、地上権のみに運用するこ

とを定めた契約に係るものに限ります。））の価額の割合として財務省令で定める割合が

75％以上となるように運用します。

－ 69 －



⑥　投資対象資産のデューデリジェンス

　投資対象資産の取得にあたっては、以下の項目について適正なデューデリジェンスを行いま

す。

項目 調査方法 備考

経済的

要件

取得価額の妥当性 鑑定評価書 独立した第三者の不動産鑑定士

より取得。

稼働状況の精査 売主開示の過去の稼動状況 －

賃貸市場の動向 マーケットレポート等 独立した第三者より取得。

賃料水準の妥当性 マーケットレポート等 独立した第三者より取得。

テナントの退去リスクの精査 売主開示の賃貸借契約書等 必要に応じて第三者の意見を求

める。

テナントの信用力 信用調査会社の評点等で確認 必要に応じて第三者の意見を求

める。

テナントの契約条件等 売主開示の賃貸借契約書 必要に応じて第三者の意見を求

める。

物理的

要件

取得資産の基本情報の確認 売主開示情報

エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

売主の開示情報の確認も合わせ

て行う。

建物のスペックの確認

(ＯＡ床、空調方式、床荷重)

エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

取得後のリニューアル工事の可

能性の有無を含め確認。

建物の管理状況 エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

現地調査による現況の把握。

将来の資本的支出及び修繕費用 エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

将来に過大な経済的負担がかか

らないかをチェック。また、売

買価格への影響を検証。

過去の修繕履歴 エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

将来に過大な経済的負担がかか

らないかをチェック。また、売

買価格への影響を検証。

緊急修繕費用 エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

将来に過大な経済的負担がかか

らないかをチェック。また、売

買価格への影響を検証。

物理的耐用年数の試算 エンジニアリング・レポート －

環境汚染・有害物質リスクの把

握

環境調査レポート等 地歴調査で問題が指摘された場

合には、現地調査（フェーズ

２）を実施する。

耐震性能 地震診断レポートＰＭＬ 新耐震基準（1981年竣工以降）
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項目 調査方法 備考

法的

要件

遵法性 エンジニアリング・レポート申

請書類等

建築基準法等関連法規上の違反

（なお、既存不適格は含まれな

い。）がないこと又は是正可能

なこと。

越境物の調査 エンジニアリング・レポート資

産運用会社による現地調査

－

境界調査 境界確定書

資産運用会社による現地調査

－

係争、裁判、調停等の状況 法務デューデリジェンス －

⑦　運営管理方針

　本投資法人は、中長期の安定収益確保に主眼を置いてテナントリーシング、修繕及び資本的

支出を始めとした運営管理を行うものとします。また、スケールメリット、利害関係者でない

専門業者への委託によるメリットを最大限に活かし、効率的な運営管理に努めます。

Ａ．テナントリーシング

　本投資法人は、安定収益の確保のために立地等の個別の物件特性を考慮した上でリーシン

グ方針を立案します。本投資法人は、市場環境、テナントニーズ等を十分に調査、分析した

上で下記の手順によりテナントリーシングを行うものとします。

ａ．ＰＭ会社に対するリーシング方針の指示、協議

ⅰ．ターゲットとなるテナントの業種、業態

ⅱ．賃料及び共益費等の水準

ⅲ．テナントが遵守すべき事項等の付帯条件

iv．敷金、保証金の標準値

ｂ．リーシング方針に基づくＰＭ会社による実施要綱の作成及び業務開始

ⅰ．空室情報の発信媒体の選定

ⅱ．賃貸仲介業者の選定

ⅲ．報酬体系の設定

ｃ．物件情報の賃貸仲介業者への周知

ｄ．広告展開、内覧会等の開催

ｅ．テナント候補の信用力の確認

ｆ．最終条件の合意（賃料、保証金額、契約年数等）

Ｂ．テナント選定基準

　本投資法人の主な投資対象である中規模オフィスビルは、大規模オフィスビルに比べテナ

ントの信用力の格差が大きいことから、新規の入居テナントの選定にあたっては、以下の項

目について調査を行い、必要に応じてＰＭ会社又は資産運用会社による面談を実施した上で

判断します。

ａ．業種（業界の動向）

ｂ．業暦（役員の異動）

ｃ．財務の健全性（貸借対照表、損益計算書又は信用調査会社の評価等、上場企業であれば

株価の動向及びその水準）

ｄ．取引先

ｅ．取引金融機関

ｆ．保証人の有無
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ｇ．反社会的勢力との関係の有無

Ｃ．既存テナントへの対応

　本投資法人は、既存テナントのニーズ、クレーム等を幅広く収集し対応することにより、

テナント満足度を向上させ、もって、安定収益を実現するよう努めます。具体的には、ＰＭ

会社と連携して下記の内容についてモニタリングし適切に対応します。

ａ．既存テナントへのアンケート調査又はヒアリング調査を少なくとも年一回実施し、リー

シング方針の立案、戦略的改修工事計画の立案に反映します。

ｂ．ＰＭ会社等を通じて、増床若しくは減床のニーズ又は移転等の可能性、スペックに関す

るニーズ等のモニタリングを行います。

ｃ．既存テナントの賃料と現状のマーケット賃料水準との乖離を常に把握し、必要であれば

賃料の改定等を提案することにより退去リスクを低減します。

Ｄ．外部委託会社の選定及びモニタリング

　本投資法人ではプロパティ・マネジメント業務等については資産運用会社の利害関係者で

はない専門業者に委託しております。外部委託会社の選定にあたっては、コストのみならず

提供される業務の質も重視し、特に下記の点に留意します。

項目 留意点

企業の内容 ・業務の受託者としての実績

・経営の健全性

業務執行体制 ・主要スタッフの人数・能力

・関係業務のネットワークの有無

コスト・報酬 ・必要となる費用の妥当性

・報酬水準の妥当性

・金額とクオリティのバランス

　また、利害関係者ではない専門業者に対し、リーシング及び建物管理等の周辺業務を委託

することにより、適度な競合関係を発生させ管理の質を高めるとともにコストの削減を実現

し、同時に各コストの透明性の向上を図ります。更に、必要に応じて業者の変更、契約内容

の変更等を機動的に実施して環境の変化にも対応することができるようになります。

　なお、外部委託には上記のメリットがある反面、業者の選定及び管理については十分に考

慮検討する必要があります。最低月一回の定例会議を開催し、書面による報告を受けるもの

とします。資産運用会社が必要と判断した場合には随時報告を受け、適切な管理が行われて

いるかをモニタリングします。

　特に、ＰＭ会社については、レポーティング業務、会計業務等の事務処理において、大量

かつ迅速な処理が必要となることから、ＰＭ会社において会計・税務知識のある人材の確保

とＩＴインフラの整備が欠かせません。こうしたことから、資産運用会社は、本投資法人の

運営に相応しい人材を確保し、既に組織が整備されているＰＭ会社と長期的な協力関係を築

くことにより、円滑な運営管理を行います。

Ｅ．修繕及び資本的支出の方針

ａ．中長期的な見地からの適切な修繕の実施

　投資対象資産の修繕及び資本的支出については中長期的な見地から適切な支出を行うも

のとします。
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ⅰ．大量発注によりコスト削減が可能な工事（空調機器の更新等）については、ポートフォ

リオ全体の工事のタイミングを調整しながら、スケールメリットを活かします。

ⅱ．テナント満足度の向上のため、周辺における新規供給物件の標準的な設備仕様と比較

し、劣る点があれば改良工事を検討します。例えば、ウォシュレット導入等のアメニティ

の充実や個別空調方式への切り替え等の設備仕様の向上が挙げられます。

ｂ．適切な修繕工事の計画

　中長期的な収益の安定のために、経年劣化への対応を目的とした適切な資本的支出を行

うものとします。修繕計画は、年次資産管理計画及び中期資産管理計画において立案され

ます。

ｃ．ポートフォリオでの平準化

　修繕工事の計画立案においては、建物のライフサイクルを考慮した上でポートフォリオ

全体において特定の時期に改修工事が集中しないように計画します。

ｄ．ＣＭ（注１）及びＶＥ（注２）等の手法を積極的に導入し、効率的な修繕工事を行いま

す。

（注１）「ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）」とは、コンストラクションマネージャーを選定

して、スケジュール、コスト及び品質をコントロールしてプロジェクトを円滑に管理・遂行する

ことをいいます。

（注２）「ＶＥ（バリュー・エンジニアリング）」とは、設計、施工方法等を総合的に見直して費用対効

果を最大限にすることをいいます。

Ｆ．競争力の維持、向上のための戦略的改修工事についての方針

　マーケット調査、テナントへのアンケート調査、テナントへのヒアリング等をもとにした、

適切な修繕工事とは別に、競争力向上、リーシング業務の円滑化、追加的な付加価値の創出

等を目的とした資本的支出を行います。通常の経年劣化への対応を目的としたものとは別に、

減価償却費相当額の20％程度を資本的支出として割り当てるものとします。例えば、空調の

方式を個別空調に変更するだけでなく、照明機器の省エネ化対応などの資本的支出を行い、

テナント満足度の向上を追求します。なお、戦略的改修工事計画は、年次資産管理計画及び

中期資産管理計画において立案されます。

　資産運用会社は、競争力の維持・向上を目的とした戦略的改修工事計画の立案のため、各

投資対象資産の現地調査を少なくとも年一回実施するものとします。

Ｇ．コスト削減

　外部成長の実現に伴うスケールメリットの獲得により、業務を集約させることで、効率的

な運営管理を実現し、内部成長を可能にします。

ａ．複数の建物を群管理し、それぞれの管理業務を徹底して集約することで費用削減効果を

期待することができます。

ｂ．エレベーターメンテナンス、一般ごみ処理、備品購入、及び定期点検業務等を一括発注

することで、価格交渉力を高めコスト削減を図ります。

ｃ．電力小売自由化等の規制緩和や市場環境の変化に即座に対応しコスト削減を図ります。

⑧　保険の付保方針

Ａ．火災・事故等に起因する建物への損害又は対人・対物事故に関する第三者からの損害賠償

請求等に対処するため、必要な火災保険又は賠償責任保険等を付保します。

Ｂ．本投資法人は、原則として単体ＰＭＬ値が15％以下の投資対象資産を投資対象としますが、

例外的に15％を超える投資対象資産に投資を行う場合においては、15％を超える部分に対し

て地震保険の付保等の必要な処置をとるものとします。
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Ｃ．引受保険会社の選定にあたっては、複数の保険代理店又は保険ブローカーを通じて条件等

を検討します。

⑨　売却方針

Ａ．投資対象資産の保有期間については、中長期保有を原則とします。ただし、不動産マーケッ

トの状況等から勘案して最適なポートフォリオの維持のために、投資対象資産の売却を検討

する可能性があります。

Ｂ．売却価額の決定にあたっては、マーケット調査、取引事例などを十分考慮し、合理的に決

定します。また、必要に応じて鑑定評価等の第三者意見を参考にします。

Ｃ．売却に際しては、入札等の方法により経済合理性を追求しながら、客観性、合理性及び透

明性にも考慮して売却先を決定するものとします。

⑩　財務方針

　本投資法人は、安定収益の実現と運用資産の着実な成長及び効率的な運用のために、以下に

掲げる方針に従い、計画的かつ機動的な財務戦略を立案し、実行します。

Ａ．投資口の追加発行

　投資口の追加発行は、新たに取得する不動産の取得時期、総資産に対する有利子負債の比

率（以下「ＬＴＶ」といいます。）、経済市況等を勘案した上で、投資口の希薄化にも配慮

しつつ機動的に行います。

Ｂ．借入れ及び投資法人債発行

ａ．ＬＴＶ水準は、原則として60％を上限とします。ただし、新たな投資対象資産の取得等

に伴い、一時的に60％を超えることもあります。

ｂ．安定的な財務基盤を構築し、将来の成長戦略を支えるため、有力金融機関との取引関係

を築くとともに、借入先の分散、投資法人債の発行等による調達ソースの多様化にも積極

的に取り組みます。なお、借入先は、証券取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を

含みます。）（以下「証券取引法」といいます。）第２条第３項第１号に規定する適格機

関投資家に限るものとします。

ｃ．借入れに際しては、借入期間、金利、担保提供の要否、手数料等の諸条件につき複数の

金融機関と交渉し、マーケット水準とも比較しながら諸条件を総合的に検討し、適切な資

金調達を行います。

ｄ．長期・短期の借入期間の割合については、金利動向、機動性、安全性のバランスを考慮

して最適な組み合わせを検討します。また、金利上昇リスクを軽減するため、長期固定金

利での資金調達も積極的に行います。

ｅ．返済期限を分散し、財務制限条項等を緩やかにすることでリファイナンスリスクを軽減

します。

ｆ．各種必要資金の機動的な調達を目的として、極度貸付枠設定等融資枠の確保を必要に応

じて検討します。

ｇ．短期的には以下を方針とします。

ⅰ．複数の主力取引銀行を有するコアバンク体制の確立

ⅱ．現状の低金利環境のメリットを享受するための短期借入れの組入れ

ｈ．中長期的には以下を方針とします。

ⅰ．コアバンク体制を堅持しつつも借入先数の拡大による分散化

ⅱ．無担保化の推進、財務制限条項の緩和による機動性の向上

ⅲ．投資法人債発行による調達ソースの多様化、負債における長期固定借入の比率の上昇
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Ｃ．資金運用について

ａ．本投資法人は、必要な資金ニーズ（投資対象資産の新規取得、修繕及び資本的支出、分

配金の支払い、本投資法人の運転資金、債務の返済等）に対応するため、融資枠等の設定

状況も勘案した上で、妥当と考えられる金額の現預金を常時保有します。

ｂ．上記の現預金は、無利息型の普通預金口座（預金保険制度により全額保護の対象となる

普通預金）又は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクの短期格付けがＰ－

２以上である銀行の普通預金口座に預け入れます。

ｃ．余剰資金は、安全性、流動性の高い有価証券及び金銭債権へ投資を行う場合があります。

ｄ．金融デリバティブ取引は、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジするこ

とを目的とした運用に限定します。

⑪　情報開示方針

　本投資法人の運用業務に際して、投信法、証券取引法等の関係法令が定める法定開示事項並

びに東京証券取引所及び社団法人投資信託協会が定める事項を開示するだけではなく、投資主

に対して重要かつ有用な情報開示をできる限り行うことにより、資産運用についてのアカウン

タビリティ（説明責任）を十分に果たすよう努めます。
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